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修習等資金の貸与に関するデータ入力及び通知書等作成発送等業務委託（以下「業

務」 という。､）に関し，発注者最高裁判所と受注者東京ソフト株式会社とは，次の条項

及び別紙仕様書により請負契約（単価契約）を締結し，信義に従い，誠実にこれを履行

するものとする。

（業務の名称，内容等）

第1条業務の名称， 内容，契約単価並びに予定総額は，次のとおりとする。

（1） 名 称修習等資金の貸与に関するデータ入力及び通知書等作成発送等

業務委託（単価契約）

（2） 業務の内容別紙仕様書のとおり

（3） 契約単価別表のとおり

（4） 予定総額金2, 484, 000円 ． ！

（うち消費税及び地方消費税額金184， 000円）

（契約期間並びに成果物の納入期限及び場所）

第2条契約期間並びに成果物の納入期限及び場所は，次のとおりとする。ただし，や

むを得ない事由がある場合は，発注者及び受注者が協議して， これを変更することが
できる。

(1) 契約期間契約締結日から平成32年1月31日まで

（2） 納入期限別紙仕様書のとおり

％ （3） 納入場所別紙仕様書のとおり

（契約保証金）

第3条受注者は，契約保証金の納付を要しないものとする。

（権利義務の譲渡等の制限）

第4条受注者は， この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を，書面に

よる発注者の承諾を得た場合を除き，第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。た

だし，信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1

条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては， この限りでな
い。

2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合，発注者の対価の支払による弁

済の効力は，発注者が，予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第42条の

2に基づき，センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとず
，る。

（下請等の禁止）

第5条受注者は，業務を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，書
面による発注者の承諾を得た場合は， この限りでない。

（業務の監督等）

第6条発注者は，業務の必要な監督を行うため，監督職員を定めて次に掲げる事項を
行わせることができる。

（1） 受注者が提出する書類の調査
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（2） 業務の管理，立会い，指示，承諾又は協議

2受注者は，監督職員の職務に協力しなければならない。

（検査及び納入）

第7条受注者は，成果物の納入の準備が完了した場合には，その旨を発注者に通知し

なければならない。

2発注者は，前項の通知を受理した場合には，その受理した日から起算して10日以

内に，発注者の定めた検査職員に必要な検査を完了させ， これに合格したときは，遅

滞なく成果物の納入を受けなければならない。

3 受注者は，前項の検査に合格しなかった場合には，発注者の指示に従い，遅滞なく

補修その他必要な措置を講じ，再度の検査を受けなければならない。この場合におけ

る検査の完了の時期は，発注者が新たに成果物の納入の準備が完了した旨の通知を受

理した日から起算して10日以内とする。

4検査に要する養用は，受注者の負担とする。

（代金の支払）

第8条受注者は，前条の検査に合格し，すべての成果物の納入を完了した場合には，

遅滞なく適法な代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2発注者は，前項の支払請求書を受領した日から起算して30日 （以下「約定期間」

という。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとす
る。

3 支払代金は，別表の項目ごとの数量に，第1条(3)の契約単価を乗じて得た金額（1

円未満の端数は切り捨てる6 ）の合計金額に，消費税及び地方消費税に相当する金額
を加算した金額とする。

（履行遅延の賠償）

第9条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかった場合には，遅延損害金を受注

者に支払わなければならない。 ・

2受注者は，その責めに帰すべき事由により成果物の納入を遅延した場合には，遅延
損害金を発注者に支払わなければならない。

3 前二項の遅延損害金は，それぞれ遅延日数に応じ，第1項の場合においては支払が

遅延した金額に対し，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第2

56号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率

適用は財務省告示の施行日による。 ）の割合で計算した額とし，前項の場合において

は納入が遅延した部分の代価に対し，年5パーセントの割合で計算した額とする。た

だし，その額に100円未満の端数があるときは， これを切り捨て，その額が100
円未満であるときは，その支払を要しないものとする。

（検査の遅延）

第10条発注者がその責めに帰すべき事由により第7条第2項又は第3項に規定する

期間内に検査を完了しなかった場合には，その期間を経過した日から検査を完了した

日までの日数（以下「遅延期間」 という。 ）を，約定期間から差し引くものとする。

この場合において，遅延期間が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は満了した

ものとみなし，発注者は，その超える日数に応じ，前条第1項及び第3項に規定する
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遅延損害金を受注者に支払うものとする。

（危険負担等）

第11条特定物又は不特定物にかかわらず，成果物の納入前に生じた損害は，発注者

の責めに帰すべき事由による場合を除き，受注者の負担とする。

2天災その他の不可抗力により，債務の履行が不可能となったときは，発注者又は受

注者は，相手方の同意を得て， この契約を無償で解除できるものとし，既に要した費

用については，発注者及び受注者の各自の負担とする。

（暇疵担保責任）

第12条成果物の納入後その内容に暇疵があることが発見された場合には，受注者

は，発注者の指示により，発注者の定める期間内に暇疵を補修し，かつ，暇疵によっ

て生じた損害を賠償しなければならない。この場合における担保の期間は，第7条第

2項又は第3項の規定に基づき納入を受けたときから1年とする。

（秘密の保持）

第13条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は，業務の遂行に際し
‘知り得た相手方の秘密事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（発注者の契約解除権） 、

第14条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号のいずれか

に該当する場合には， この契約を解除することができる。

（1） この契約の条項又は別紙仕様書に違反した場合

（2） 監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

（3） 詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合

（4） その他， この契約の目的を達することができないと認められる場合

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。 ・

3発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検

査に合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払うものとする。
（受注者の契約解除権）

第15条受注者は，発注者がこの契約の条項若しくは別紙仕様書に違反し，又は著し

くこれと異なる指示をしたため， この契約を履行することが不能となった場合には，

これを解除することができる。

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。
3 受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査

に合格したものがあるときは，発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなけ

ればならない。 、

（違約金）

第16条前二条の規定によりこの契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，

違約金として予定総額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期

限内に支払わなければならない。

（談合等の不正行為にかかる違約金）

第17条受注者は， この契約に関し，次の各号のいずれかに該当する場合には，発注

者の請求に基づき，予定総額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指
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定する期限内に支払わなければならない。

（1） 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第5

4号。以下「独占禁止法」 という。 ）第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事

業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公

正取引委員会が受注者に対し，独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。 ）の規定に基づく課徴金納付命令（以
下「納付命令」 という。 ）を行い， 当該納付命令が確定したとき（同委員会が，受

注者に対して，独占禁止法第7条の2第18項又は第.21項の規定による課徴金の

納付を命じない旨の通知を行い，又は確定した当該納付命令を独占禁止法第63条
第2項の規定により取り消した場合を含む。 ） 。

（2） 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者

等」 という。 ）に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものを

いい，受注者等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令すべてが確

定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」
という。 ）において， この契約に関し，独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定

に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。ただし，受注者が

独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2

条第9項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15

号）第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為とし

て，受注者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときはこの限りでない。

（3）納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において， この契約が， 当該期間（これらの命令に係る

事件について，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い， これが確定したと

きは， 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期

間を除く。 ）に入札（見積書の提出を含む。 ）が行われたものであり，かつ， 当該
取引分野に該当するものであるとき。

（4） 受注者又は受注者の代理人の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若
しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者は，前項第4号に規定する場合に該当し，かつ，次の各号のいずれかに該当

する場合には，前項の予定総額の10分の1に相当する金額のほか，予定総額の10
0分の5に相当する金額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければな
らない。

（1） 前項第2号に規定する確定した納付命令について，独占禁止法第7条の2第7
項，第8項又は第9項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において，受注者又は受注者の代理人
（受注者が法入にあっては，その役員又は使用人を含む。 ）が違反行為の首謀者で
あることが明らかになったとき。

（3）受注者が発注者に対し，独占禁止法に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提
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出しているとき。

3 受注者は，契約の履行を理由として，前二項の違約金を免れることができ.ない。

4第1項及び第2項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過す

る場合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息）

第18条受注者が前条の違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは，発注

者は何らの通知催告を要せずこの契約の全部又は一部を解除することができるものと

し，受注者は当該期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ，年5パーセ

ントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
（属性要件に基づく契約解除）

第19条発注者は，受注者が次の各号の一に該当すると認めるときは，何らの催告を
要せず，本契約を解除することができる。

（1） 法人等（個人，法人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者，法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の

代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者を
いう。以下同じ。 ）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ）又は

暴力団員等（同法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ないし

第4号に規定する者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるとき。

（2） 役員等が， 自己， 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損
害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

（3） 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して,資金等を供給し，又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると
き。

（4） 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどし
ているとき。 ．

（5） 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると
き。

（行為要件に基づく契約解除）

第20条発注者は，受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為

をした場合は，何らの催告を要せず，本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為

（3） 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為

（4） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
（5） その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第21条受注者は，前二条のいずれにも該当しないことを表明し，かつ，将来にわた
っても該当しないことを確約する。

2 受注者は，前二条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」とい
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う。 ）を再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは，すべての再請負人を

含む。 ） ，受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。 ）及び再請負人若しくは受

任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同

じ。 ） としないことを確約する。

（再請負契約等に関する契約解除）

第22条受注者は，契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは，

直ちに当該再請負契約人等との契約を解除し，又は再請負人等に対し当該解除対象者

に該当する再請負人等との契約を解除させるようにしなければならない。

2発注者は，受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し，若し

くは再請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前項の規定に反し
て当該解除対象者である再請負人等との契約を解除せず，若しくは再請負人等に対し

当該解除対象者である再請負人等との契約を解除させるための措置を講じないとき

は，本契約を解除することができる。 ．

（損害賠償）

第23条発注者は，第19条，第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除し

た場合は， 。これにより受注者に生じた損害について，何ら賠償ないし補償することを

要しない。

2 受注者は，発注者が第19条，第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除

した場合において，発注者に損害が生じたときは，第16条に定める方法等に従いそ

の損害を賠償するものとする。

（不当要求等に関する通報等）

第24条受注者は， 自ら又は再請負人等が，暴力団又は暴力団員等，社会運動・政治

運動標ぽうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不

当要求等」 という。 ）を受けた場合は， これを拒否し，又は再請負人等をして， これ

を拒否させるとともに，速やかに不当要求等の事実を発注者に報告し， さらに，警察
への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（著作権等）

第25条成果物及び提出物（以下「成果物等」 という。 ）の著作権は，著作権法第2

7条及び同第28条に規定する権利を含め，発注者に移転する。

2受注者は，成果物等に関する著作者人格権その他の権利を有する場合においても，

発注者に対してこれを行使しないものとする。

3 受注者が業務の着手以前から有してb$た成果物等にかかる著作権については，受注
‘ 者に留保されるものとする。この場合，受注者は発注者に対し，成果物等を発注者に

おいて使用するために必要な範囲で，留保された著作権に関し，著作権法に基づく利

用を無償で許諾する。

4発注者は，その業務の遂行に当たり，受注者が創作したプログラムその他の著作物

を使用し，複製し，改良する権利を有するものとする。

（紛争の解決）

第26条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつ
き，協議が整わない場合その他この契約に関し発注者と受注者との間で紛争が生じた

6
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合には，発注者及び受注者が協議により選任した者のあっせん又は調停によりその

決を図ることとする｡ 、この場合における紛争の処理に要する費用は，発注者及び受
者が協議して特別の定めをした場合を除き，各自これを負担する。
約の疑義） ．

7条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協
して定めるものとする。

．

の契約の証として，本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自ここ

れを保有する。

〃』

卜

〃

平成31年4月1日 イ

発注者 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長
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笠井

受注者 東京都品ﾉll区東品川4丁目10番27号

東京ソフト株式会社

代表取締役 合田 ｡●
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（別紙）

仕様書

第1適用

本仕様書は，発注者が行う平成31年度修習等資金貸与（裁判所法（昭和22年法律

第59号）第67条の3の規定に基づく修習専念資金の貸与等及び同法施行前に採用さ

れた司法修習生の修習資金について適用される改正前の裁判所法第67条の2の規定に’

基づく修習資金の貸与等）に伴う業務のうち，次の業務（以下， これらを総称して「本

件業務」という｡）に適用する。

1住所等の管理業務

（1）提出状況管理等業務

発注者が提供する住所等の届出及びデータファイル等により，住所等の届出の仕

分け及びファイリング，提出状況の管理，件数報告，一覧表の作成等を行う。

（2）貸与システム投入用データファイル（住所等）作成業務

修習資金の貸与を受けた者（以下「被貸与者」 という｡）から提出された住所等

の届出に基づいて，発注者が提供する貸与システム投入用データファイルへ住所等

の入力及び変更を行い，データファイルを作成する。

（3）督促通知書発送業務

発注者が提供する住所等の届出及びデータファイル等により，督促通知書を作成

し，被貸与者のうち住所等の届出書未提出者宛てに，督促通知書を封入した封かん

物の発送を行う。

2決定通知書作成等業務

発注者が提供する貸与決定通知書作成用データ等を利用して①貸与決定通知書及び

②修習専念資金交付日一覧（以下「貸与決定通知書等」という｡）を作成して印刷し，

貸与申請者宛ての①及び②を封入した封かん物並びに保証人宛ての①を封入した封か

ん物の作成及び発送を行う。

3返還明細書等業務

（1）返還明細書送付等業務

発注者が提供する返還明細書作成用データ等により，①返還明細書及び②事務連

絡（以下「返還明細書等」という｡）を作成し，対象者宛てに①及び②を封入した

封かん物の納品及び発送を行う。

（2）貸与システム投入用データファイル（住所等）作成業務

対象者から返送された返還明細書の記載に基づいて，発注者が提供する貸与シス

テム投入用データファイル（住所等）へ住所等を入力し，データファイルを作成す
る。

（3）貸与総額通知書送付業務

発注者が提供する貸与総額通知書作成用データ等により，貸与総額通知書を作成

し，被貸与者及び保証人宛に封入じた封かん物の発送を行う
4年賦金等通知書作成等業務

発注者が提供する年賦金等通知書作成用データ等により，①年賦金等通知書及び②

事務連絡を作成し,対象者宛てに①及び②を封入した封かん物の納品及び発送を行う。

－1． ．．
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第2業務仕様 、
1住所等の管理業務

(1)業務の詳細

別紙第2－1 「住所等の届出業務基本フロー図」及び以下のとおりとする。

ア提出状況管理等業務

（ｱ）作業用データ等の提供

発注者は受注者に対し，住所等の届出及び貸与システム投入用データファイ

ル（直近の住所等の届出に基づく住所等のデータが格納されているもの｡） （以

下｢データファイル｣という｡）を提供するj提供するデータファイルは,発注
者と受注者の協議により定めたUSBメモリ等の電子媒体に収録し，発注者が

指定するパスワードを付した上で受注者に提供する。パスワードは適宜の方法

により発注者から受注者に通知する。

また，住所等の届出は別紙第1のとおり複数回に分けて提供する｡

（ｲ）仕分け

受注者は，住所等の届出を修習期ごとに分け, ID番号順（昇順）に並べ替

え，ファイリングする。収納するファイルは発注者から受注者へ提供する。

なお，住所等の届出にIDが未記入のものについて，データファイルから検

索し, ID番号を記入する。その際，同姓同名者及び一覧表に氏名がないもの

（氏の変更が想定される者等）があった場合には，発注者に連絡し，その指示
に従って作業を行う。

また，ファイリングした住所等の届出は，後掲「イ貸与システム投入用デ

ータファイル（住所等）作成業務」で作成したデータとともに， 1回目は平成

31年6月27日 （木）までに， 2回目は平成31年10月15日 （火）まで

に， 3回目は平成31年12月13日（金）までに返還する。

（ｳ）住所等の届出の提出状況の管理及び件数報告 ／

受注者は発注者から提供を受けた住所等の届出について，期ごとに作成した

一覧表に提出日 （郵送の場合には，発注者の受付日）を入力することにより管

理し，同一覧表に発注者が指定したパスワードを付しだ上でメールにより提出
件数の報告を行う。

なお，提出件数は，住所等の届出の件数ではなく，届出のあつ・た被貸与者の

数であるため, ､契約期間中に同一の被貸与者から複数回の届出があっても1件
として計上する。

また，一覧表の形式は事前に発注者と協議の上決定し，報告は別紙第1のと

おり複数回に分けて行う。 ・

御住所等の届出未提出者一覧表及び督促通知書発送対象者一覧表の作成

受注者は，発注者が提供したデータファイルを利用し，①住所等の届出未提

出者一覧表(以下｢未提出者一覧表」という｡）を作成する｡未提出者一覧表は，
修習期別, ID番号順（昇順）に作成する。 ．

さらに，作成した未提出者一覧表及び発注者が提供した督促除外者リストを

．，．
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基に，除外対象者を除いた②督促通知書発送対象者一覧を作成する（形式は末

提出者一覧表と同じ)｡①及び②は,書面及びデータで受注者が発注者に納品す

る。

納品期限については，第1回分は平成31年5月13日 （月）まで，第2回

分は平成31年6月7日 （金）まで，第3回分は平成31年6月27日 （木）

まで，第4回分は平成31年8月23日 （金）まで，第5回分は平成31年1

0月15日（火）まで，第6回分は平成31年12月13日（金）までとする。

ただし,第3回分ないし第6回分については,未提出者一覧表のみ納品する。

イ貸与システム投入用データファイル（住所等）作成業務

（ｱ）貸与システム投入用デ胃夕ファイル（住所等）の作成

受注者は，アの(ｱ)で発注者から提供を受けたデータファイルに住所等の届出

の記載内容を入力し，貸与システム投入用データファイル（住所等）を作成す

． る。

入力項目，書式，注意事項及び入力規則については，別紙第3－1及び3－

2のとおりとする。記載内容が不明な箇所については，発注者に連絡し，その

指示に従って作業を行う。

入力するデータについて，受注者はベリファイ入力若しくはより精度の高い

入力を行うとともに，住所等の届出の書面と突合を複数で行い，品質を担保す

ること。

受注者は，入力後，貸与システム投入用データファイル（住所等）内のエラ

ーチェック機能を実行し，エラーがないことを確認する。

エラーが生じた場合には,エラーメッセージを確認の上,該当箇所を修正し，

エラーがない状態のデータファイルにより納品を行う。

㈱貸与システム投入用データファイル（住所等）の納品

作成した貸与システム投入用データファイル（住所等）は，発注者と受注者

の協議により定めたUSBメモリ等の電子媒体に収録し，パスワードを付した

上で受注者から発注者に納品する。

貸与システム投入用データファイルは， 「ア提出状況管理等業務｣でファイ

リングした住所等の届出とともに， 1回目は平成31年6月27日 （木）まで

に， 2回目は平成31年10月15日 （火）までに， 3回目は平成31年12

月13日 （金）までに納品する。

納品後，受注者は，発注者の検査確認が終了し，その旨の連絡及び消去の指

示があるまで，消失に備えて当該成果物のバックアップを取り，セキュリティ

上の対策を施し，受注者において，ライトプロテクト （書き込み保護）のオン

（保護) ・オフ（解除）が可能な外部メディアにてライトプロテクトをオンにし

て保存する。

受注者は，完成した成果物について，発注者の納品確認が終了した旨の連絡

を受けた後，業務完了報告書を作成し，発注者に提出する。

ウ督促通知書発送業務

（ｱ）作業用データ等の提供

－3‐
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発注者は受注者に対し，督促通知書（別紙第4）のデータファイル及び専用

封筒を提供する。提供するデータファイルは，発注者と受注者の協議により定

めたUSBメモリ等の電子媒体に収録し，発注者が指定するパスワードを付し

た上で受注者に提供する。パスワードは適宜の方法により発注者から受注者に
通知する。

（ｲ）印刷物見本の作成

受注者は，印刷物及び封入封かんした状態の発送物の見本を5部作成し，発

注者に提出の上，事前に承認を受ける。 、

テスト用データ及び専用封筒の受渡し方法については，発注者から別途指示

する。

印刷物見本は，平成31年5月13日 （月）までに提出する。

（ｳ）督促通知書の作成

受注者は，アの㈲で作成した督促通知書発送対象者一覧表データを使用し，
督促通知を印刷する。

督促通知書のレイアウト等は別紙第4のとおりとし,刷色は2色(黒･赤)，
両面印刷とする。

㈲督促通知書の発送

受注者は， （跡で作成した印刷物を，三つ折りし，通知書左上に印刷した宛先

等が専用封筒の窓部分に確実に表示されるように封入封かんする。

封かん物は督促通知書発送対象者一覧表と突合を行った後，郵便局へ持込み，
発送する。

発送が完了した際には,郵便局から受領した後納郵便等取扱控(お客様用）
とともに，発送物の差出状況（月日，通数，金額）報告書及び封入封かん物一
覧表を発注者に提出する。

｜ スケジュール

スケジュールの概略は，別紙第1 「業務スケジュール（予定)」のとおりとし，

詳細なスケジュールについては，契約締結後，発注者と受注者が協議の上，決定す
る。

決定通知書作成等業務

業務の詳細

別紙第2－2 「決定通知書作成等業務基本フロー図」及び以下のとおり。
ア作業用データ等の提供

発注者は受注者に対し，以下の㈱から(切のデータを，発注者と受注者の協議に

より定めたUSBメモリ等の電子媒体に収録し，発注者が指定するパスワーFを

付した上で受注者に提供する。パスワードは適宜の方法により発注者から受注者
に通知する。

tｱ）貸与決定通知業務関係データ（別紙第5）

ファイル形式はCSV形式とし，貸与申請者用貸与決定通知書ファイルと保

証人用貸与決定通知書ファイルの2種類とずる・

（ｲ）作成者印影画像データ（別紙第6）

(2)

2

(1)
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ファイル形式はPDF形式とする。

なお，印影画像データについては，画像を拡大・縮小することなくそのまま

利用すること。

（ｳ）修習専念資金交付日一覧データ（別紙第7） ．

ファイル形式はPDF形式とする。

イ印刷物見本の作成

受注者は発注者が提供するテスト用データ等に基づき，封入封かんした状態の

見本を各5部作成し，発注者に提出の上，事前に承認を受ける。

テスト用データ及び専用封筒の受渡し方法については，発注者から別途指示する。

印刷物見本は，平成31年10月22日 （火）までに提出する。
ウ貸与決定通知書等の作成

受注者はアの(ｱ)及〔又ｲ)のデータを使用し，貸与決定通知書を作成する。

レイアウト等は,別紙第8 （貸与申請者用）及び別紙第9 （保証人用）のとお
りとする。

ただし，アの(ｲ)のデータを発注者の指定する位置へ差し込み，刷色は赤色とし

た上で印刷する。

アの肋のデータを使用し，修習専念資金交付日一覧を印刷する。
エ貸与決定通知書等の送付

（ｱ）封入封かん

受注者はウで作成した印刷物を貸与決定通知書，修習専念資金交付日一覧

（貸与申請者分のみに同封）の順序で重ねた上で，三つ折りし，貸与決定通知

書の表面左上の宛先等が専用封筒の窓部分に確実に表示されるように封入封か
んする。

（ｲ）納品方法等

受注者は(ｱ)の作業で作成した封かん物のうち貸与申請者宛て通知書につい

ては，一覧表（組番号順に修習専念資金ID,貸与申請者氏名，組番号及び班

番号が記載されたもの）を作成し，突合を行った上で，一覧表と合わせて発注
・者に納品する。

保証人宛て通知書については,一覧表(修習専念資金ID番号順に修習専念
資金ID及び保証人氏名が記載されたもの）を作成し，突合を行った上で，郵

便局へ持込み発送する。発送が完了した際には，郵便局から受領した後納郵便

物等取扱控（お客様用）とともに，発送物の差出状況報告書（月日，通数，金

額を記載したもの）を提出し，当該封入封かん物一覧表を発注者に納品する。

また，不要になった専用封筒は発注者に返還する。
(2) スケジュール

スケジュールの概略は，別紙第1 「業務スケジュール（予定)」のとおりとし，

詳細なスケジュールについては，契約締結後，発注者と受注者が協議の上，決定す
る。

返還明細書等業務

業務の詳細１

３
１Ｉ
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別紙第2－3｢返還明細書等作成業務等基本フロー図｣及び以下のとおりとする。

ア返還明細書等送付等業務

（ｱ）作業用データ等の提供、

発注者は，受注者に対し，返還明細書（別紙第10)，事務連絡（別紙第1

1）及び返還明細書作成用データファイル(A班,B班別) (別紙第5の3の

(3)）並びに専用封筒を提供する。提供するデータファイルは，発注者と受注

者の協議により定めたUSBメモリ等の電子媒体に収録し，発注者が指定する

パスワードを付した上で受注者に提供する。パスワードは適宜の方法により発

注者から受注者に通知する｡

また，発注者は受注者に対し，上記事務連絡に記載するA班被貸与者分の送

付先住所等が記載された返還明細書送付先届を紙媒体で提供する。
（ｲ）印刷物見本の作成

受注者は，印刷物及び封入封かんした状態の発送物の見本を5部作成し，発

注者に提出の上，事前に承認を受ける。

テスト用データ及び専用封筒の受渡し方法については，発注者から別途指示

する。

印刷物見本は，平成31年10月22日 （火）までに提出する。

（ｳ）返還明細書及び事務連絡の作成

a受注者は発注者から受領した返還明細書（別紙第10)の上部には，返還

明細書作成用データファイルの氏名及び修習専念資金IDを印字し，修習専

念資金貸与明細欄には，返還明細書作成用データファイルの貸与金額を印字

した上で印刷する。

なお，返還明細書のレイアウト等は別紙第10のとおりとする。

b受注者は発注者から受領した事務連絡（別紙第11）の左上宛名部分に，

A斑については返還明細書送付先届に記載された住所等情報（郵便番号，住

所，氏名，修習専念資金ID)を, B班については返還明細書作成用データ

ファイルの組番号等情報（組番号，班，氏名，修習専念資金ID)を印字し

た上で印刷する。

なお,A班について,返還明細書送付先届に通称名の記載がある場合には，

事務連絡〈別紙第11)の氏名は通称名を印字する。

また，事務連絡のレイアウト等は別紙第11のとおりとし，刷色は2色

（黒・赤）とする。

㈲返還明細書及び事務連絡の送付

受注者は(切で作成した印刷物を，事務連絡，返還明細書の順に重ねた上で三

.・ つ折りにし，事務連絡左上に印刷した宛先等が専用封筒の窓部分に確実に表示

されるように封入封かんする。

封かん物は返還明細書作成用データファイルと突合を行った後,A斑につい
ては郵便局に持込み，発送する。発送が完了した際には，郵便局から受領した

後納郵便等取扱控（お客様用） とともに，発送物の差出状況（月日，通数，金

額）報告書及び封入封かん物一覧表を発注者に提出する。
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B班については組別（組の中で番号昇順）に区分し，返還明細書作成用デー

タファイルを基に作成した組別の一覧表と合わせて発注者へ納品する。また，

発注者が提供した返還明細書送付先届及び不要になった専用封筒は，発注者に
返還する。

イ貸与システム投入用データファイル（住所等）作成業務

（ｱ）作業用ヂｰﾀ等の提供

発注者は受注者に対し，返還明細書（写し）及び貸与システム投入用データ

ファイル（住所等）を提供する。提供するデータフ.アイルは，発注者と受注者・

の協議により定めたUSBメモリ等の電子媒体に収録し，発注者が指定するパ

スワードを付した上で受注者に提供する。パスワードは適宜の方法により発注、

者から受注者に通知する。

．{ｲ）貸与システム投入用データファイル（住所等）の作成

受注者は，貸与システム投入用データファイル（住所等）にデータを入力す
る。

入力項目は別紙第3－1のとおり，入力内容は返還明細書記載内容を入力す
る。

入力するデータについて，受注者はベリファイ入力若しくはより精度の高い

入力を行うとともに，住所等の届出の書面と突合を複数で行い，品質を担保す
ること。

受注者は，入力後，貸与システム投入用データファイル内のエラーチェッ､ク

機能を実行し，エラーがないことを確認のうえ，発注者に作成したデータファ
イルを納品する。

エラーが生じた場合には,エラーメッセージを確認の上,該当箇所を修正し，

エラーがない状態のデータファイルにより納品を行う。

（ｳ）貸与システム投入用データファイルの納品

作成した貸与システム投入用データファイル（住所等）は，発注者と受注者

の協議により定めたUSBメモリ等の電子媒体に収録し，パスワードを付した
上で受注者から発注者に納品する。

貸与システム投入用データファイル（住所等）は，返還明細書（写し）の返

還とともに平成32年1月16日 （木）までに納品する。

納品後，受注者は，発注者の検査確認が終了し，その旨の連絡及び消去の指

示があるまで，消失に備えて当該成果物のバックアップを取り，セキュリティ

上の対策を施し，受注者において， ライトプロテクト （書き込み保護）のオン
（保護) ・オフ（解除）が可能な外部メディアにてライトプロテクトをオンにし
て保存する。

受注者は，完成した成果物について，発注者の納品確認が終了した旨の連絡

を受けた後，業務完了報告書を作成し，発注者に提出する。

ウ貸与総額通知書作成等業務

tｱ）作業用データ等の提供

発注者は，受注者に対し，以下のa及びbのデータを発注者と受注者の協議

－7‐

’ I



により定めたUSBメモリ等の電子媒体に収録し，発注者が指定するパスワー

ドを付した上でこれを提供する。パスワードは適宜の方法により発注者から受
注者に通知する。

a貸与総額通知書作成用データ（別紙第5の3の(4)及び(5)）

ファイル形式はCSV形式とし，被貸与者用貸与総額通知書ファイルと保

証人用貸与総額通知書ファイルの2種類とする。

b作成者印影画像データ（別紙第6）

ファイル形式はPDF形式とする。

なお，印影画像データについては，画像を拡大・縮小することなくそのま

ま利用すること。

(ｲ）印刷物見本の作成

受注者は発注者が提供するテスト用データ等に基づき，封入封かんした状態

の見本を5部作成し,発注者に提出の上,事前に承認を受ける。
テスト用データ及び専用封筒の受渡し方法にづいてば，発注者から別途指示
する。

印刷物見本は，平成31年12月20日（金）までに提出する。

(ｳ）貸与総額通知書の作成

ウの(ｱ)のaのデータを使用し,貸与総額通知書を作成する。

レイアウト等は, ･別紙第12 （被貸与者用）及び別紙第13 （保証人用）の

とおりとする。

ただし， ウの(ｱ)のbのデータを発注者の指定する位置へ差し込み，刷色は赤

色とした上で印刷すること。

㈲貸与総額通知書の送付．

受注者はウの(切で作成した印刷物を三つ折りし，貸与総額通知書の表面左上

の宛先等が専用封筒の窓部分に確実に表示されるように封入封かんする。

被貸与者宛て通知書については，修習専念資金ID番号順に，修習専念資金

ID及び被貸与者氏名が記載された一覧表を，保証人宛て通知書については，

修習専念資金ID番号順にj修習専念資金ID及び保証人氏名が記載された一

覧表を作成し，それぞれ突合を行った上で，郵便局へ持込み発送する。発送が

完了した際には,郵便局から受領した後納郵便等取扱控(お客様用）とともに，

発送物の差出状況（月日，通数，金額）報告書及び封かん物一覧表を発注者に
提出する。

また，不要となった専用封筒は，発注者に返還する。
（2） スケジュール

スケジュールの概略は，別紙第1 「業務スケジュール(予定)」のとおりとし，
詳細なスケジュールについては，契約締結後，発注者と受注者が協議の上，決定す
る。

4年賦金等通知書等業務

（1）業務の詳細

別紙第2－4「年賦金等通知書作成業務等基本フロー図」及び以下のとおりとす
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る。

ア作業用データ等の提供

発注者は，受注者に対し，年賦金等通知書（別紙第14)，事務連絡（別紙第1

5),年賦金等通知書及び事務連絡作成用データファイル並びに専用封筒を提供す

る。提供するデータファイルは，発注者と受注者の協議により定めたUSBメモ

リ等の電子媒体に収録し，発注者が指定するパスワードを付した上で受注者に提

供する。パスワードは適宜の方法により発注者に通知する。

イ印刷物見本の作成

受注者は，印刷物及び封入封かんした状態の発送物の見本を5部作成し,発注

者に提供の上，事前に承認を受ける。

テスト用データ及び専用封筒の受渡し方法については，発注者から別途指示す

る。印刷物見本は，平成32年1月16日 （木）までに提出する。

ウ年賦金等通知書及び事務連絡の作成

受注者は発注者から受領した年賦金等通知書（別紙第14）及び事務連絡（別

紙第15）に年賦金等通知書及び事務連絡作成用データファイルのデータを印刷

する。通知書の左上宛名部分には，郵便番号，住所，氏名，修習資金IDを印字

する。

レイアウト等は別紙第14及び別紙第15のとおりとし，別紙第15の刷色は

2色（黒・赤） とする。

エ年賦金等通知書及び事務連絡の発送等

受注者は， ウで作成した印刷物を三つ折りにし，書面左上に印刷した宛先等が

専用封筒の窓部分に確実に表示されるよう封入封かんする。

封かん物は一覧表と突合を行った後，郵便局に持込み，発送する。発送が完了

した際には，郵便局から受領した後納郵便等取扱控（お客様用） とともに，発送

物の差出状況（月日，通数，金額）報告書及び封入封かん物一覧表を発注者に提

出する。

なお，不要になった専用封筒は発注者に返還する。

<2> スケジュール

スケジュールの概略は，別紙第1 「業務スケジュール（予定)」のとおりとし，詳

細なスケジュールについては，契約締結後，発注者と受注者が協議の上決定する。

5封入封かん

1から4の各業務における封入封かん作業にあたっては，印刷した宛先等が専用封

筒の窓部分に確実に表示されるよう封入封かん（剥がれないように，かつ糊がはみ出

して他の封書に貼り付いてしまわないようにする｡）するほか,誤封入を防止する観点

から，封入封かん作業については封入封鍼機等を利用し，作業後に誤りなくその作業

が行われたことを確認できる印字したログ等の出力紙を封入封かん物一覧表と併せて

発注者に提出すること。

第3成果物等

1納入するべき成果物
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本件業務の予定数量，納入期限及び成果物は，別添1 「成果物一覧表」のとおりと

する。 、

2麹町郵便局に納入すべきもの

本件業務の予定数量及び納品期限は，別添2 「麹町郵便局納品一覧表」のとおりと

する。

3その他提出物

本件業務の予定数量，提出期限及び提出物は，別添3 「提出物一覧表」のとおりと

する。

4成果物及び提出物の書式等

（1）使用言語

・ 日本語

（2）書式等

ア書面によるものについては， 日本工業規格(JISPO138)A列4番縦置き，横書

き，左綴じとする。

イアの書面の書式は， 2穴パンチによる編てつを考慮したレイアウトとする。

ウ電子データのうち, PDFファイルに変換可能なものについては，バイナリフ

ァイル以外にPDFファイルを添付する。

ェ書面及び図表の電子データは，簡潔で一意的に理解できる体系的なファイル名

とする。

オ使用する電子ファイルは，以下のいずれかのソフトウェアで読み取り可能な形

式とする。

(7) MicrosoftExcel2013

("r) MicrosbftWord2013

("MicrosoftPowerPoint2013

F) AdobeAcrobatReaderDC

書式等の詳細については，発注者及び受注者で協議の上，決定する。

5成果物についての検査等

(1)検査等

ア納品前検査

受注者は，成果物について，納品前に， リスト等の出力による目視チェック，

・ 件数チェックその他所要の検査を確実に実施し，内容の正確性に万全を期するも

のとする。

イウイルス検査

受注者は，成果物及び提出物を電子メール又は電子媒体で納入する場合は，納

・ ・品前に必ずウイルス検査を実施し， ウイルスに感染していないことを確認するも

のとする。検査に用いるパターンファイルは，常に最新のものを使用する。

ウ暇疵担保責任

（ｱ）発注者が成果物に不備がないことを確認し，検査を完了した時点をもって， ・
納品とする。

ただし，発送物については発注者が後納郵便等取扱控（お客様用）と発送物
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の差出状況（月日，通数，金額）報告書を確認し，検査を完了した時点をもっ

て，納品とする。

（ｲ）受注者は,成果物について,各納品の日から1年以内に暇疵が判明した場合，

発注者の指示に従い，受注者の負担と責任において,指定する期間内に必要な

修正又は再度のデータ作成等の業務を行う等担保の責めを負わなければなら

ない。

エ報告

実施した検査については,正確な記録を作成し,発注者に報告するものとする。

(2)著作権

ア成果物及び提出物（以下『成果物等」という｡）に関連して発生した著作権は，

著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含め，成果物等を発注者に納入

したときに発注者に移転する。ただし，成果物等の制作に関し使用した，受注者

が独自に有する著作物，資料上の表現等に関する著作権法上の権利については，

受注者に留保されるものとする。この場合，受注者は，発注者に対し，成果物等

を使用するのに必要な範囲で,著作権法に基づく利用(著作権法に基づく複製権，

翻案権等の著作物を利用する権利）を無償で許諾する。

イ受注者は，成果物等に関連して発生した著作者人格権を行使することができな

いものとする。

(3)その他

受注者は，本件業務の実施に当たり作成した全ての文書（紙以外の媒体に記録さ

れたものを含む｡）について，発注者が要請した場合は，原則として全て提供するこ

ととし，発注者が自由に使用することを認めるものとする。

受注者は， これらの文書が司法行政文書として情報公開請求の対象となる可能性

があることに留意し，その作成に当たっては，正確かつ適正な記録に努めるものと

する。

第4運用監理に関する事項

受注者は，発注者と協議の上，運用監理態勢を整備するものとする。
1実施計画書

受注者は，契約締結後速やかに，発注者との間で本件業務の詳細内容を確認し，本

件業務の作業工程及びスケジュール，業務処理フロー，要員配置計画（特に作業工程

と関連付けた業務遂行態勢,監理支援態勢)，品質管理のための検査態勢及び情報セキ

ュリティ態勢を記載した実施計画書を作成し，発注者へ提出し承認を得る。本件業務

を遂行する過程で，発注者と協議し，承認を得た事項については，随時，実施計画書

に反映するほか，第5から第8に記載の各届出もあわせて提出すること。

・ 2 ．連絡態勢

受注者は，発注者との間で所要時間内に確実に電話連絡等を取れる態勢を整備しな

ければならないものとする。

3定例会議及び報告

（1）定例会議

。］1．

’ ’



以下の事項について打ち合わせ，確認，承認等を行うため，契約締結後，発注者

の定める場所において，随時，発注者との定例会議を行うものとする。

ア実施計画書の承認

イ各種業務の承認

ウ運用監理報告及び承認

エ各種調整事項

オその他，協議により決定した事項

なお,第1回目の定例会議の開催期日は発注者が指定するが,以降の開催期日は，

業務の進ちょく状況に合わせ,発注者との協議により決定する。
(2)進ち．よく状況等の報告

受注者は，発注者からの要請がある場合には，随時， 口頭，電子メール又は書面

により作業進ちょく状況等について報告するものとする。

第5要員の管理に関する事項

1責任者の選任

受注者は，本件業務を遂行するに当たり，全体を統括する責任者を選任し，発注者

に届け出るものとする。本件業務を実施する場所を複数に分散する場合は，全体統括

責任者の他にそれぞれの作業場所ごとに責任者を選任する。

2要員の確保

（1）受注者は,本件業務の履行が確実に行われるよう,本件業務の全期間にわたって，

必要となるスキル，経験を有した要員を確保するものとする。

（2）受注者は，本件業務のスケジュール及び業務数量が当初の予定から変わる可能性

があることに留意し， これに対応できる態勢を確保するものとする。

3要員管理規定の制定

（1）受注者は，要員間で作業基準が異なることがないよう，運用手順書等の作成，要

員の教育及び作業管理を行うものとする。

（2）受注者は，要員に対し，情報セキュリティの管理を徹底させるものとする。

（3）受注者は，要員の適切な管理を行うため，必要な規則を制定し，実施するものと
する。

第6施設・設備・搬送等に関する事項

1作業場所・施設

（1）作業場所の届出

ア受注者は，本件業務の作業場所について， 日本国内に設けるものとし，書面に

より発注者に届け出て，承諾を得るものとする。 、

受注者は,本件業務の一部を他の者に委託する場合には,委託の可否について，

書面により発注者の承諾を得るものとし,その場合における本件業務の作業場所
について，前記と同様とする。

また，受注者は，災害時等，承認を受けた作業場所で本件業務が実施できない

場合には，事前に発注者の承認を受けた上で他の作業場所においてこれを行うこ
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とができるものとする。

イ受注者は，情報セキュリティの管理のため，許可を受けた要員以外の者の作業

場所への入退室を禁止し,入退室履歴を記録するものとする。
（2）データ等の保管場所

ア受注者は，個人情報が記載された文書，発送物及び電子媒体等（複写複製等を

行ったものを含む｡）については,施錠可能な保管庫で保管し，当該保管庫に係る

．鍵を厳重に保管する。

イ受注者は，保管庫の鍵の貸出状況等を記録し， 1日に2回以上当該記録の検査
を行うものとする。

（3）パソコン等の備品の準備

本件業務で使用するパソコン，その他電気（電子）機器等の備品及び印刷，封入

封かんに必要な機械，用紙類並びにこれらに関する消耗品は，受注者において準備

するものとする。ただし，専用封筒は発注者が準備するものとする。

受注者は，発注者が準備する専用封筒の使用については，本件業務に必要な最小
限度に止め，節約に努める。

2設備

（1）品質管理

受注者は，本件業務の遂行のため，納入物の品質管理の要件を満たす設備を確保
するものとする。

（2）処理能力

受注者は，本件業務の遂行に当たり，履行期限までに本件業務を終了できるよう

に設備等を確保するものとする。また，受注者は， トラブル発生時のバックアップ
態勢，災害時等の対処計画を準備するものとする。

3搬送方法等

（1）本件業務による納入物及び業務データファイル等の搬送に当たっては，やむを得
ない場合を除き，受注者が保有する車輌を使用するものとする。ただし，受注者が

車輌を保有していないなどの事情がある場合,受注者は,後掲第7の5に従い，発

注者の承認を得て,配送業者を用いるなどの手段を講じることができる。

（2）本件業務による納入物及び業務データファイル等の搬送に当たっては，盗難，破
棄（磁気テープ等の記録内容の破壊を含む｡)，汚損及び紛失を防止するため，受注
者において用意した施錠可能な堅固な容器（ジュラルミン製トランク等）を用いる、
ものとすること。

(3)受注者は, (1)ただし書きにより書留郵便(小包)又は宅配便等を利用する場合は，
緩衝材で梱包するなど電子媒体等の破損を防止する措置を講じるものとする。また，
その際の書留郵便（小包）等の料金は，受注者の負担とする。

第7データの取扱いに関する事項

1受注者は，本件業務の実施に関し入手した情報（個人情報を含む。また，電子デー

タのほか,書面に記載された情報を含む。第7において以下同じ｡）について,滅失，

き損,漏えい，複製の作成及び目的外利用等を行ってはならない。ただし，この仕様

･13．
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書に別途定められている場合,発注者の指示に基づく場合その他正当な理由がある場

合は， この限りではない。

2受注者は， この仕様書に別途定められている場合に加え，情報システム内に保管す

る情報に関するユーザIDによるアクセス制御，ファイアウオールによる外部からの

不正アクセス防止及びデータの暗号化等,情報の漏えい等を防止するため必要な措置

を講じるものとする。

3受注者は，本件業務終了後のセキュリティ保持に影響を及ぼさない態勢を保証する

ものとする。

4受注者の故意又は過失によって情報の漏えいがあった場合には，受注者は，直ちに

その内容を発注者に報告するとともに,被害の拡大を防止する措置をとらなければな

らないものとする。

5受注者は，発注者の承諾を受け本件業務の一部を他の者に委託する場合において，

本件業務を遂行する上で必要な情報を委託先に対して開示するときは,本件業務以外

の目的で使用しない義務を負わせ,機密情報の破棄,個人情報の適正な取扱いの義務

を負わせなければならない。

6受注者は，本件業務において汚損又はき損が生じた印刷物については，溶解処理を

行うなど個人情報等の機密保持に留意して処分（自社に溶解処理設備等を有していな

い場合は，専門業者に委託する方法等により処分を講じることができる｡）する。

7受注者は， 5及び6のほか，本件業務終了後，本件業務の実施に関し入手した情報

を，発注者の指示に従い，破棄又は消去するものとする。受注者は，この場合におい

て，破棄又は消去した日時，場所，方法等について，書面で発注者に報告をしなけれ

ばならない。

第8情報セキュリティに関する事項

受注者は，氏名，住居所，連絡先電話番号，就業場所又はこれに類する個人情報その

他の取扱い基準を確立していることを明確にする。本仕様書に基づく作業を行う場合は，

一般財団法人日本情報処理開発協会が認定するプライバシーマークの使用を許諾された

者(事業所）又は一般財団法人日本情報処理開発協会が実施するISMS適合性評価制

度に基づくISMS認証を取得している者（事業所）が担当する。

第9受注者に対するその他の指示事項

1受注者は，本件業務の状況について常に把握し，印刷内容の誤り，封かん不良等受

注者の責めに帰すべき事由により事故が発生した場合には，発生状況，原因等につい

て調査した上，直ちに書面にて発注者に報告するとともに，受注者の責任において事

故処理をするものとする。

受注者は，発注者が要求する都度，事故処理状況等を速やかに書面にて報告しなけ

ればならない。

2成果物として発注者に納品され,郵便局に差し出された発送物について事故が発生

した場合，受注者は，業務開始から事故発生までの間に完成品として郵便局に差し出

された他の発送物についても，同様の事故が発生していない力漣やかに確認し,発注

ぎ
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，

者の指示に従い，対応するものとする。

3受注者は，業務の全部を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，

業務の一部を第三者に委託し，又は請け負わせることについて，事前に書面による発

注者の承諾を受けた場合は， この限りでない。発注者の承諾を受け本件業務の一部を

他の者に委託する場合は，受注者は，受注者の責任においそ，委託先に対し，本件業

務において受注者が負担すべき義務と同等の義務を負わせるものとする。

4本件業務中，発注者が，質問，資料の説明，作業への立ち会い及び検査を求めた場

合には，受注者はそれに適切に応じる。

5本件業務の遂行に当たり，受注者が，第三者が権利を有する著作物，知的財産権等

を使用する必要がある場合は，受注者において， これらの権利の使用に必要な費用の

負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うものとする。

6受注者は，本件業務に際し，第三者の知的財産権等を実施し，又は使用する場合，

その実施又は使用に対する一切の責任及び義務を負担するものとする。

7受注者は，国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成12年法律第1

00号）に基づき発注者が定めた「環境物品等の調達の推進を図るための方針」の判

断基準を満たさなければならないものとする。当該方針により，本件業務の遂行に当

たって疑義が生じた場合には，発注者と受注者が協議の上，決定するものとする。

8本件業務に関連して受注者側に発生した旅費，通信費，雑費その他の費用は，すべ

て受注者の負担とし，受注者は別途発注者に対し請求しないものとする。

9本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については，発注者と受注者との

双方の協議により決することとする。

添付書類

1成果物一覧表

2麹町郵便局納品一覧表

3提出物一覧表

』
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別添1

成果物一覧表

※ 藩色箇所については.単価契約

I

I
I

仕様書該当
項 成果物

予定
数量
単位 納入期限 納入場所 備考

衆

斗
Hノ

(1)のイ貸・

采墓《"z沫疋湿知膏作厩寺釆禰 I

「｢蕊鮮職緬廊｢呵両輌言-下痢｢－一一
ウ エ 買与甲購者宛て通知害(貸与決定通知書及
び修習専念責金交付日一覧封入封かん物）
(申諦者1人につき1通）

634 通 平成31年11月26日 最高戴判所

矛廷叩画怒理明瓢缶寺釆栃

’
u'ぬワ又与輯観皿却吾γド域寺釆栃

F可瀞蕊露悪壼墓扉

二1壽肝頂而~『剛1琴繍二凧
| 香'|通」

平成32年1月30日

’
逓高裁判所

’

(1)（ >イ貸』

(動

チシステム投入用データファイル(住所等)作ノ

買与システム投入用テｰﾀﾌｧｲﾙ(住所
等)(別紙第11）

(被貫与者ごとにデータ入力）

矛至W等千厩垂1扉廻舜』看寺釆頽

埋澱の尭送尋

納郵便等取扱控(お
各1 通 軍筬亜扇頁而百一~－ー



別添2

麹町郵便局納品一覧表

各納入期限までに郵便局へ発送後に責任者が仕様書どおりの品質であるものを発送した旨の報告書を提出すること。※
※ 着色箇所については,単価契約

I I

仕様書該当項 成果物
予定
数丑
単位 納入期限 納入珊所 備考

第2の1住所等‘ 囿出書業務

:釆赫

未提出者宛て通知害(督促通知書封入封か
ん物)(対象者1人につ割通）

5830 通 日
日
６
２
１
１
月
月
５
６
年
年
１
１
３
３
成
成
平
平

◆
●
●
●

回
回
１
２
第
第

麹町郵便局

第2の2決定通

(1ノ ヮ･エ

知吾作成等栗務

保証人宛て通知香(貸与決定通知書封入封
かん物）
(保証人1人につき1通〉

744 通 平成31年12月2日 麹町郵便局

第2の3返還I

F再吾璽

l〃ぬ，ノ其冬

月籾吾寺来禰

I明細1 F垂何等栗栃

買与終了予定者宛て事務連絡(返還明細書
用紙及び事務連絡封入封かん物）
(被貸与者1人につき1通〉

390 通 平成31年11月6日 A蓬:麹町郵便
局

･耗翠皿堀l肴7F峡寺釆禰

①被貸与者宛て通知書(貸与総額通知書封
入封かん物）
(被貸与者1人につき1通）

936 通 平成32年1月30日 麹町郵便局

②保眼人宛て通知喜(貸与総額通知書封入
封かん物）
(保鉦人1人につき1通）

1089 通 平成32年1月30日 麹町郵便局

第2の4年賦金1 F通知蚕等莱務

害及び 1500 通 平成32年1月30日



別添3

提出物一覧表

| 仕様書咳当項 ’ |提出媒体|数量｜ 単位 ’ 提出期限 I提出場所提出物

阯晟…･…
qgF d Ｆ

Ｌ
６
Ｄ
Ｐ

P4． ， p pp卓一｡ 』

紙
一
審
一
紙

"ｲﾙ |…蠣鼠。
通

通 平成31年5月13B

平成31年4月5日
１

１

５

第4の1 実施計画香

第2の1の(1)のウの(ｲ） |発送物見本

発送物差出状況報告書
(住所等届出書用紙等封かん物）

日
日
６
２

月
月
５
６
年
年
１
１
３
３
成
成
平
平
回
回
１
２
第
第

第2の1の(1)のウの㈲ 紙 通「

日
日

日
鋼
劉

顯
明
明

７
１
１

年
年
年

１
１
１

３
３
３

成
成
成

平
平
平

Ｇ
ｂ
甲
。
●
の

回
回
回

１
２
３

第
第
第

紙
一
醒
一
紙
一
審
一
紙
一
鱈

通
一
抄
一
通
一
郭
一
通
一
坪

丑高蒙判所１
．
１

１

１
．
１
．
１

業務完了報告書
(貸与システム投入用データ(住所寺>）

第2の1の(1)のイの(ｲ）

第7の7 情報の破棄等の完了に関する報告書

平成32年1月16日

発注者と受注者との間の協膳により提出を
取り決めた害類

’
紙
一
癖
一
願
一
紙
一
審
一
紙
一
審
一
紙
屑

通
：平成31年10月1日

ファイル

通 平成31年10月22日

通
平成31年12月2日

ファイル

通

ファイル
平成31年12月27日

通

ファイル

平成31年10月1日

平成31年12月2日

平成31年12月27日

Ｉ

１
ｌ
５
ｌ
１
ｌ
１

ｌ
１

１
’
１
－
１

第4の1 実施針画書

第2の2の(1)のイ 発送物見本

発送物差出状況報告書
(貸与決定通知書等封かん物）

第2の2の(1)のエのﾄｲ）
最高裁判所

第7の7 情報の破棄等の完了に関する報告書

’
発注者と受注者との間の協膳により提出を
取り決めた書顛

3§舜壷… ｡q全

L

子

紙

電 鵲亦第4の1 実施叶画書 平成31年10月1日

第2の3の(1)のァの(ｨ）
発送物見本 紙 通 平成31年10月22日5

第2の3の(11のｳの㈹ 発送物見本 紙 平成31年12月20日通5

紙 通1倒
倒
の
の
ア
ウ
の
の

１
１
１
１
の
の
３
３
の
の
２
２
第
第 発送物差出状況報告害

(返還明細書辱）
平成31年11月6日
平成32年1月30日

■子 ファイル1 最高裁判所

紙 1

危子 1

紙 1

竃子 1

紙 ’ 1
危子 ’ 1

通
一
秘
一
通
一
秘
一
通
一
秘

業務完了報告書
(貸与システム投入用データ(住所等)）

第2の3の(1)のイの(功

第7の7 情報の破棄等の完了に関する報告書 平成32年1月31日

発注者と受注者との間の協膳により提出を
取り決めた害類

恩… イ
ご
■

膣 H皇祁第4の1 実施叶画書 平成釧年12月20日

第2の4の(1)のイ 発送物見本 紙 平成32年1月18日通5

紙 通1

発送物差出状況報告香
〈年賦金等通知書等）

第2の4の(1)のエ 平成32年1月30日

冠子 ファイル1

最高裁判所
紙
一
軒
一
紙
一
醒
一
紙
一
審

遇
一
斗
一
通
一
邦
一
通
一
郭

１

１
ロ
ー
』
１
』
１
二
１

第2の4の(1)のエ 乗務完了報告害 平成32年1月31日

第7の7 情報の破棄等の完了に関する報告書

平成32年1月31日

発注者と受注者との間の協購により提出を
取り決めた書類

※提出物が電子媒体の場合，同一媒体内に格納することも出来る。
※面子媒体で提出する場合には，情報セキュリティ確保の観点から，暗号化等の処理を施すものとする。

’1
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(別紙第1） 平成31年度業務スケジュール(予定）

一

軒
灘

4年賦金等通知書作成粟

一
品
■
叩
句
冒

■

１
円
も
守
寸
・

』
鄭

ｇ
Ｇ

Ｐ
ｅ

早
令甲

垂〉
■
・
・
Ｊ

由
■
■
●

、
凸
宇
●
■

》
や
ざ
６
４
吋

旬
、
凸

■
、

貸与システム投入用テｰﾀﾌｧｲﾙを提供
住所等届出書を提供(3/1～4/7）
火
一
水
禾
一
金

H3149

H31､4.10

H31.4,11

住所等届出書件数報吾〈4/7現在）H31.4.12

隠職
H31.4.15

騨華H31.4.17

等届出害を提供(4/8～4/14分う

H31.418

H31.4.19

隠畷
H31.4.22

住所等届出書件数報告(4/14現在r

雁…霊画……

溌鑿 ’

職撫脇”

1-131.4.30火

H31.5,1水

I緬咽5．回
ｲ麺鎚月
H31.5.71火|住所等届出昼を提供(4/22F5乃罰

住所等届出害件数報告WZT現在）
督促用データファイル(督促通知書)を提供
督促除外者ﾘｽﾄを提供

P

も

H31.5,8i水I

H31.5.91木|

目mml金|住所等届出書拝薮鞭告(5ﾉ6現密

識
H31.5.13

､ 争 凸■●e■b色色 等 空ご ● ■ 守

月 住所等届出書を提供(5/7～5/12分）
未提出者一覧表(5/6現在)(第1回)及び督促
通知書発送対象者一覧表(第1回)を最高裁
判所へ提出
封かん見本納品

｜ 〃

H31.5.141火

儲鵠誰H31.5.16 督促通知書を未提出者へ発送(第1回）
発送物差出状況報告書の提出
(住所等届出害用紙等封かん物:第1回）
住所等届出害件数報告(5/12現在）金
王

H31.5.17

爵溌
H31,5.20辮鍜
H31.5.211火鑿講陸堅竺竺竺竺
H31.5.231木｜

H31.5.241金l住玩蔓届田評薮覇吾雨7両詞涯テH31.5.24

雛
脇31.5.27

p ■■ 凸■●

■ 全 Ⅱ■ q凸■

旦
且
火
一
水

所等 出讐を提供(5/20～5/26分）
H31.5.28

需需 1

鱗
》

蔓届出書件数報告(5/26現在）

.基j L I 』

住所等届出害を提供(5/27～6/2分）
督促除外者ﾘｽﾄを提供

H31.6.41火
H31.6.51水

埜
稚

秘
一
咽 H31.6.7住所等届出害を秤薮霧吾屈7頁窺蕾

未提出者一覧表(6/2現在)(第2回)及び督促
通知書発送対象者一覧表(第2回)を丑高裁
判所へ提出

臘駕
1-131.6.10

目：
閉I爾詫］司亜~霊x亜…罰

H31.6.111火
H31.6.121水 督促通知書を宋提田者へ発送(第2回）

発送物差出状況報告書の提出
(住所等届出書用紙等封かん物:藁2厄

I I



(別紙第1） 平成31年度業務スケジュール(予定）

：4.年賦金等通知刺

も F , 公 b ■ B2 ●叶回 弓ﾛｰ ● ■ F一迫
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入力項目一覧表(住所等）
可

※使用文字ｺｰドは,シフトJISｺｰドとする。

※使用できる漢字は0JIS第1水準,第2水準とする。

※入力する文字は, ｢MS明朝｣体,11ポイントとする。

／一

～

､

I
I I

項番 入力項目 属性 文字数 注意事項

1 修習資金】， 半角数字 7

2 電諾番号 半角 13 ｢-(ハイフン)｣で区切ること。

3 郵便番号 半角 8 入力形式:000-0000
0

4
債務者住所1

債務者住所2
全角

25

25
英数字及び肥号(ハイフン等)も全角とする。

5 債務者氏名カナ 半角 80

6 債務者氏名漢字 全角 45

7 勤務先名称 全角 50 英数字及び配号(ハイフン等)も全角とする。

8 勤務先電鯖番号 半角 13 ｢‐(ハイフン)｣で区切ること。

9 メールアドレス 半角 50

10 備考 全角 65

11

納入告知書送付先情報

出力フラグ 半角 1 送付先住所の指定がある場合には｢1｣をない場合には｢0｣を入力する。

郵便番号 半角 8 入力形式:000-0000

住所1

住所2
全角

25

25
英数字及び記号(ハイフン等)も全角とする。

ヨ
壷

０

目



別紙第3－2
．

1住所に関する入力規則等

I I

住所の文字数が25文字以下の場合 》

住所の文字数が25文字を超える場合

鴎読存生じさせない位置で住所1及び住所2に分けZ入力する。
※原則的な切り分けは以下のとおりとし,番地,部屋番号の途中では切り分けない。

住所1 住所2

番地まで入力する。
※例:｢東京都墨田区1-1-1」

番地以降(マンション名等)を入力する。
※例:『ライオンズマンション201」

市区町村名の区切りが良いところまで入力
する ｡
※例｢京都府京都市中京区錦小路通油小
路東入』

以降を入力する。
※例:｢空也町111－1ライオンズマンショ
ン201号」

住所に変更がない場合でマンション名等が
追加されている場合

1ﾏﾝｼｮﾝ名を追加入力する．
※例： 『4-2-201｣→『4-2ライオンズマンシヨン201｣の場合はマンション名を追加
する。

2ﾇﾝｼﾖﾝ名以外の情報が追加されている堪合は修正不要(都道府県名等）
※例:｢墨田区1-1-1｣→｢東京都墨田区1-1-1｣の場合等はそのままにしておく。

●

住所に変更がない場合で詳細摘報(都道
府県名やマンション名)が削除されている
場合

既存①住所から変更しなし《。
※例:｢4－2ライオンズマンシヨン201』→｢4-2-201｣の場合, 「東京都墨田区1－
1-1｣→『墨田区1-1-1』の場合等はそのままにしておく。

住所に変更がない場合で表現が変わって
いる珊合

番地や号への條正は不要
※例:｢4-2-201｣→『4番地2号201｣への修正は不要）

9P

ヂｰﾀﾌｧｲﾙの住所と比較すると明らか
に誤植と判断される増合又は疑義がある
場合

1テｰﾀﾌｧｲﾙと比較して朗らかな娯配と判断できる堪合は正しいと判断できる情報
壷登銀する｡_
※腓ルオパレス726｣→｢LオパLス726｣になっている場合は｢レオパレス726｣のま
まにしておく 。

2坐L垂圭疑墓越あゐ埋倉は韮注壷E報豈L…土曼1
〆

※例:データファイルと同住所であるが部屋名が｢レオパレス726｣から｢レオパレス72
O』になっている等）

住所変更をしている場合で郵便番号の記
戦がない場合

。

住所が外国の増合

郵便番号

住所(50文字以内の場合）

住所(50文字を超える場合〉

OOO-OOOOとする。

単語の区切りで住所1.住所2に分けて入力する。

1

Q

全角とし,英数字及び記号(カンマ,ハイフン等）
も全角とする。

０

２
し
住所1及び住所2には入力可能な文事ま重入力
備考堀に全住所を入力する。

納入告知書等の送付先が記戦されている
場合

ヴ

納入告知審送fｵ先憧報掴にL1.｣を入力した上で.送付先情報を入力する。



2その他入力規則等

I I

●届出関係

Q c

住所等届出書が2枚以上提出さ
れている場合

変更事項届出書のみ提出されて
いる場合

届出内容に不備がある場合(電
諾番号がない,勤務先がない等）

誤植と判断される又は疑穣があ
る場合(ヂｰﾀﾌｧｲﾙの竃話番
号と下一桁のみ異なっている等）

同姓同名者が提出されており,か
DID記軟がない場合

直近の摘報会入力する。
4

住所等届出書の提出があったものとみなし,変更箇
所の入力を行う画

督促通知書発送対象者から除く ｡

住所等届出書の提出があったものとみなし,恋軍箇
所の入力を猿うa
督促通知書発送対象者から除く ｡

テｰﾀﾌｧｲﾙ上の情報と住所等の届出情報のどち
らかに誤りがある(ヂｰﾀﾌｧｲﾙ上はoであるが，
届出上は6となっている等)と思われる場合は発注
者E報告LL指示を受"る.‐
督促通知書発送対象者から除く。

｜

●ID関係

IDの記載がない場合

改姓した者のID検索について

同一人物で複数のIDを持ってい
る場合

ID娯記入の場合(IDが同一でも
同一人物とは推測できない増合）

名前でデータファイルから検索し4_IQ番号を届出書
の右上に記魅する．

変更事項届出書に記
昼全

載されている旧氏名で検索す

一つの届出に複数のIDを配戦している場合は,届出
のあった内容をそれそれのIDに入力すごる員一
督促通知害発送対象者から除く ｡

撫蕊柵羅織り目と翌
少しでも疑義がある場合は発注者に報告し､指示を
受ける｡＝

●近話番号 携帯から固定竃括に変更してい
る増合

置階番号は固定砥鯖番号に條正した上で.備考柵

に携帯竃話妾号を入力する。
※例:備考欄には｢携帯電語
O｣と入力する。

:OOO-OOOO-OOO

｡

●氏名カナ

データファイル上のカナと届出上
のｶﾅｶ幌なる場合

改姓等で修正が必要なカナに小
書き文字がある増合

発注者に報告L・指示客受ける企

小書き文字は認職されないので,通常の半角ｶﾅ文
字で登録する｡(例:『ｼｮｳｼﾞ｣→｢ｼﾖｳｼﾞ』)。

●勤務先名称 全角とし,英数字及び記号(ハイフン等)も全角とする ｡

●勤務先電話番号 ハイフン『－｣で区切ること。

●メールアドレス 半角とし,＠についても半角で入力するよう注意する(ｴﾗｰﾁｴｯｸの関係上．
ドﾚｽの届け出がない者については『＠｣が入力されている｡)。

メールア

●エラーチェック エラーが表示されている件についてエラー内容を確麗の上,適宜,形式を修正する。
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平成●●年●●月●●日
項番3郵便番号

項番4住所

項番6氏名漢字
殿

項番1 修習資金ID

住所等届出害の提出等について（督促）

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係

修習資金貸与要綱（以下『要綱」という｡）第31条に規定する住所等の届出について

は，毎年4月30日までに提出しなければなりませんが， ○月○日現在，貴殿からの提出

が確認できません．

つきましては，届出事項をメール本文に入力し，最高裁判所のメールアドレス

(syusyu-taiyo@nifty.com)あてにメール送信するか，届出事項を記載した適宜の書面又

は裁判所ウェブサイトに掲載中の住所等の届出の用紙をダウンロードし，届出事項を記載

の上速やかに最高裁判所に提出してください。 メールでの届出についての詳細は，裁判所

ウェブサイトをご覧ください。

なお，住所等の届出を怠った場合には,司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(以

,下「規則」という｡）第8条第1項第4号及び要綱第21条第2項第1号により，最高裁判

所の請求に基づき期限の利益を喪失し,返還未済額の全部を一括して返還しなければなら

ないこととなります。また,住所等の届出は,先に届け出た住所等に変更がない場合にも

提出する必要がありますので必ず届け出てください。

おって，既に住所等の届出を提出されたにもかかわらず， この書面を受け取られた場合

は，行き違いになったと思われますのであしからずご了承ください。

その他‘下記の事項にも留意し，規則及び要綱に定められている書類の提出等について

、

I I



遺漏のないようにしてください。

記

1 変更事項の届出

圏冨S0曇に帝曲

ら2週間以内に届け出ることとなっています

変更事項の届出についても,住所等の届出と同様に,届出事項をメール本文に入力し，

最高裁判所のメールアFレスあてにメールにより届け出るか，適宜の書面又は最高裁判

所のウェブサイトに掲載中の変更事項の届出の用紙をダウンロードし，届出事項を記載

の上最高裁判所に提出してください。

2修習壷金の返還

修習終了後， 5年の据置期間後, 10年の年賦（均等返還）により返還していただく

こととなります。返還開始年から，納入告知書を毎年7月10日頃までに発送します。

墓ご亘這夏醒亜住所等届坦登憂彊璽逓塞霊董壹霊

画題亘菱筵証謡爾兎壹
1

納入告知書に
■、ー■■●－－－－－4■一ー

おって，据置期間中も貸与金の全部又は一部を繰上返還することができます。

裁判所ウェブサイトをご覧いただくか，下記提出先に問い合わせてください。

詳細は

(提出先）

〒102-8651

東京都千代田区隼町4－2

最高裁判所事務総局経理局主計課出納第二係
TEL:O3-3264-8504(ダイヤルイン）

（平日午前g時～午後5時）

！

I I
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ファイル概要について

1 ファイル形式
発注者から受注者に提供するデータはCSV形式とする。

2文字コード
（1） 英数カナ(ANK)

英数カナ(ANK)文字コード(1バイト文字コード）はJISXO201-1976準拠のJISコードである。
（2） 日本語（漢字）
漢字コード（2バイト文字コード）はJIsXo208-1990準拠のシフトJISコードである。

（3） 外字

外字は含まないものとする。

3 データ項目

（1） 貸与申請者用貸与決定通知書ファイル

|露 ｜ 画同名
D

I

I 曇錘』 ’ ！
｡

鰯

1－1 修習専念資金ID 半角英数字 7

1－2修習期 半角英数字 2 印字なし

1－3組番号 半角英数字 4

，1－4班番号 半角英数字

1－5修習地 全角日本語 4

1－6 氏名カナ 半角英数カナ 20

‐ 1－7 氏名漢字 ' 全角日本語 10

1－8貸与決定額 半角英数字 7
． 1－9貸与決定年月日 半角英数字 10

1-10金融機関名 全角日本語 .20

1－11 店舗名 全角日本語 20
1－12預貯金種別 ‘ 半角英数字 ’ 1 1の場合は普通預金， 2の場合は当座預金と表示

1－13 口座番号 半角英数字 13

1－14氏名漢字（保証人1） 全角日本語 10 Nul lの場合は「林******」を表示

1－15氏名漢字（保証人2） 全角日本語 10 Nul lの場合は「ｵｺ**幹拝」を表示

1－16保証料額 半角英数字 5 Nul lの場合は「林******」を表示．

1－17保証会社名 ． 全角日本語 20 Nul Iの場合は「稗**拝拝」を表示

1-18 1承潔番号 半角英数字 1 16 Nul lの場合は「林**舞神」を表示
※別紙第8の枠で囲まれた項番のとおりに当該項番のデータを差し込み，枠以外文字は，固定文字とする。

印字なし

組番号

班番号 半角英数字

全角日本語

1-6

1－7

氏名カナ

氏名漢字

半角英数カナ

全角日本語

印一能椛一、

保証料額

保証会社名

Nul lの場合は「****幹紳」を表示

Nul Iの場合は「稗**拝拝」を表示

(2) 保証人用貸与決定通知書ファイル

躍錘i"1 :ゞ・趨冒､釘'利 鱈態
１
１ 催弾:"”“湾蕊掴."::'"";雷準:課溌で､!f； ・ ： ：:. ‘ ．． ， “ ‘:． ‘ ・・ 、 ． I

2－1 修習専念資金ID 半角英数字 | 7
2－2修習期 、 半角英数字 2 印字なし

2－3組番号 半角英数字 4 印字なし

2－4班番号 半角英数字 1 印字なし

2－5修習地 全角日本語 4 印字なし

2－6 氏名カナ 半角英数カナ 20 1印字なし
2－7 氏名漢字 全角日本語 10

2－8貸与決定額 半角英数字 7
－ ＝

2－9 貸与決定年月日 半角英数字 8 I

2－10氏名漢字（保証人） 全角日本語 10 印字なし
2－11 氏名漢字（保証人） 全角日本語 10 印字なし

2－12氏名漢字（保証人） 全角日本語 10 (

2－13氏名カナ（保柾人） 半角英数カナ 20 1

半角英数字 8 1
2－15住所(保証人） 全角日本語 40 1
※別紙第9の枠で囲まれた項番のとおりに当該項番のデータを差し込み，枠以外文字は，固定文字とする。

氏名漢字（保証人）

氏名カナ（保柾人）

I ’

嘱健 弱 ．



(3) 返還明細書ファイル

I蕊！’一團圓職1Jに画値割o L U |彰職 。
①
１
，

Ｆ

・
み
ざ
心

戸
〃

。

。
多
●

ｊ

。
．
■
４

ｆ
卜
ｐ
し
Ｒ
陥
日
皿

. ;『” :鋤 壷§いい3
匙.山も

鋤
一
理
一
認
一
劃
一
踊
一
邦
一
脚
一
部
一
湖
一
部
一
利
一
郡
一

０金

資
０
１
２
３
４
５
６
７
計

念
ナ
室
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
１
１
１
１
１
１
１
合

地
専
号
号
力
漢
額
額
額
額
額
額
額
額
額
額
額
顧
額
額
額
額
額
額

澤
縄
鐸
睡
嘩
躍

却
却

謝
謝
軸
郵
却
却
謝
謝
麺
謝
謝
却
鋤
鋤
謝
謝

全角日本語 4

半角英数字 7

半角英数字 4

半角英数字 1

半角英数カナ 20

全角日本語 10

全角日本語 6

半角英数字 6

半角英数字 6

.全角日本語 6

半角英数カナ 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字 6

半角英数字． 7

６’６

半角英数字

半角英数字

半角英数字

半角英数字

3-13

3－14

3-15

3－16

3-17

3－18
郡
一
郡
一
湖
一
理
一
錘
一
理

※別紙第10の枠で囲まれた項番のとおりに当該項番のデータを差し込み，枠以外文字は，固定文字とする．

(4) 被貸与者用貸与総額通知書ファイル．

|蕊1
I

D

， 画健: 1 |窪轆瑚
１
１燭 毒

卿
一
“
両
面
商
雨
戸
面

郵便番号

住所

氏名カナ

半角英数字

全角日本語

半角英数カナ

８

罰

一
如
一
扣
一
７
｜
加

一
７
’
㈹

氏名漢字

修習専念資金ID

全角日本語

半角英数字

氏名漢字

賞与金総額

通知日

全角日本語

半角英数字

半角英数字

※別紙第12の枠で囲まれた項番のとおりに当該項番のデータを差し込み，枠以外文字は，固定文字とする。

、

(5) 保証人用貸与総額通知書ファイル

I繭’
６
１ ' 遍繼i 1

1 1|塞緬’ I項圓名 _鷺鰯 奇

5－1 郵便番号（保証人） 半角英数字 8

5－2 住所（保証人） 全角日本語 50

5－3 氏名カナ（保証人） 半角英数カナ 20 △

5－4氏名漢字（保証人） ， 全角日本語 10

5－5修習専念資金ID 半角英数字 7

5－6 氏名漢字 全角日本語 10
5－7通知日 半角英数字 10

5－8貸与金総額 半角英数字 7

5－9 1氏名漢字（保証人1） 全角日本語 10 印字しない。

5-10 1氏名漢字(保証人2) ,l 全角日本語 I 10 印字しない。
票一男1紙第13の枠で囲まれた項番のとおりに当該項番のデータを差し込み，枠以外文字は，固定文字とする。

印刷フォント等
差し込みデータのフォントは「MS明朝」とし， フオントサイズは別に指定する箇所以外は「12ポイント」とする。
なお，差し込みデータ以外のフォント，文字ポイント及びレイアウト等の変更は行わないこと。
文字印刷位置等は，本契約締結後，発注者から指示する。

4

I

画同名
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作成者印影画像データ

β

ー

※23ﾐﾘﾒｰﾄﾙ×23ﾐﾘﾒｰﾄﾙの公印の予定

※画像及び画像の差し込み位置は,契約締結後,発注者が指定する。

R

I

II



別紙第7

修習専念資金交付日一覧

念資金交付日1
貸与決定通知書に

同封する。

※修習専念資金交付日とは,司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則第2条第2項(以下
「貸与規則｣という｡)の｢最高裁判所が定める日｣です。
貸与規則及び修習専念資金貸与要綱に定める方法の外,最高裁判所から特段の通知のない限り，
貸与決定又は修習専念資金の額の変更決定に基づき定められた額が,最高裁判所から,毎回,支出
官等の決定を経て,原則として,修習専念資金交付日に貸与申請時に指定した口座に振り込まれま
す。

加算額の貸与申請をし,加算要件を証する資料を提出している場合であっても,その申請風提出時期
によっては,基本額での貸与決定がされることがあります｡その場合は,加算要件を満たしていれば，
第2回修習専念資金交付日以降に加算額が交付されることになりますので,ご確認ください(修習開始
日の翌日以降に資料を追完した場合にも,加算部分は,第1回交付日ではなく,第2回以降の交付日に
合わせて交付されます｡)。

2． 修習専念資金ID

貸与決定通知書の記sに記載されているZ鉦Q数圭が,あなたの修習専念資金IDとなります。
修習専念資金の貸与及び返還においては,この修習専念資金IDで管理することとなりますので,返還が
終了するまで貸与決定通知書は必ず保管しておいてください。

3． 照会先

※．電話による問い合わせの受付時間は,午前9時から午後5時までです。
なお,照会の際には,必ず修習専念査金mを申し出てください。

I I

貸与単位期間 修習専念資金交付日(※）

第1回 平成●年●月●日～●月●日 平成●年●月●日

第2回 ●月●日～平成●年●月●日 平成●年●月●日

第3回 ●月●日～●月●日 平成●年●月●日

第4回 ●月●日～●月●日 平成●年●月●日

第5回 ●月●日～.●月●日 平成●年●月●日

第6回 ●月●日～●月●日 平成●年●月●日

第7回 ●月●日～●月●日 平成●年●月●日

第8回 ●月●日～●月●日 平成●年●月●日

第9回 ●月●日～●､月●日 平成●年●月●日

第10回 ●月●日～●月●日 平成●年●月●日

第11回 ●月●日～●月●日 平成●年●月●日

第12回 ●月●日～●月●日 平成●年●月●日

第13回 ●月●日～修習期間の末日 平成●年●月●日

貸与期間中
(修習専念資金交付日に関すること）

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係

03-3264-8504(ダイヤルイン）

貸与期間中
(修習専念黄金交付日に関すること以外）

司法研修所事務局総務課人事係

048-233-0025(ダイヤルイン）

貸与終了後
(返還に関すること）

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係

03-3264-8504(ダイヤルイン）



別紙第8

画
趣

巾-4班番号1－3組番号

ﾛ書

貴殿(貸与申請者)からの修習専念資金の貸与申請につき,審査の上,貸与する金額を下
記2のとおり決定したので修習専念資金貸与要綱第4条により通知する。
なお,貸与の方法は司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則及び修習専念資
金貸与要綱に定めるところによる。

記

貸与申請者

氏名

一貸与単位期間の

1．

’ 1-7氏名漢字

修習専念資金の額

｢F豆一實写茨歪顎

フオントサイズ
｢18ポイント」2．

円

ﾌｵﾝﾄｻｲスは文字数に合わせて自動
調整｢最大12ポイント』s・ 修習専念資金の

金融機関名

預貯金種別

4．保証人

氏名

氏名

保証会社

承認番号

[

醤蓋瀝漸意拶垂
亘亘…口座番号「FT君一百厘審喜可

1－14氏名漢字(保証人1）

1－15氏名漢字(保証人2）

1-17保証会社名

1－18承認番号

一貸与単位期間の保証料[EE葆証剰蘋司円

5．修習専念資金ID

和暦表示
｢平成○年0月○日』1－9貸与決定年月日

最高裁判所支出負担行為担当官
最高裁判所事務総局経理局長

※決定者の官職は,変更する可能性があります。

I I



別紙第9

匠ヨ
フオントサイズ

｢9ポイント」
2-15住所(保証人）

…
殿

匡垂廻

貸与決定通知書

下記1の者からの修習専念資金の貸与申請につき,審査の上,貴殿を連帯保証人として，
貸与する金額を下記2のとおり決定したので修習専念資金貸与要綱第4条により通知する。
なお,貸与の方法は司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則及び修習専念資
金貸与要綱に定めるところによる。

記

貸与申請者

氏名

一貸与単位期間の

1．

2-7氏名漢字
フォントサイズ

｢18ポイント』

ｰﾝ言
2．

フオントサイズ

｢18ポイント』2-1修習専念資金ID3．修習専念資金ID

和暦表示
｢平成○年○月○日」

氏名の最後の文字に
画像データ(印影)がか
かるようにする。

､I
○○○

最高裁判所支出負担行為担当官
最高裁判所事務総局経理局長

※決定者の官職は,変更する可能性があります。

「

’ I

2-14 1 I 更番号

2-12 玉名漢字(‘
■
■
ウ
ロ
ゴ
ワ §証人）

2－9 1 籔毫挟定主手 日



別紙第10

＝
3－6氏名漢字

フオントサイズ

｢9ポイント｣）
返還明細書

平成 年 月 日
最高裁判所御中

私は,下記のとおり,修習専念資金の貸与を受けていた者ですが，
①下記の内容を確認しました。
②下記3のとおり修習専念資金を返還することを約束します。
③下記4の内容に相違ありません。
④修習専念資金の返還を終えるまでの間,毎年4月30日までにその年の4月1日における住所,電話番号，
メールｱドﾚｽ及び勤務先等を必ず最高裁判所へ届け出ます。

記

1被貸与者

愛の住一が定の場舎 翌年4月に届け出る住所も"ず9

て確定後の住所を届け出ること。
巳 守

修習専念資金貸与明細2
ト

，

1交付日とは,司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則第10号b以下｢規則｣という｡)第2条第2項
の最高裁判所の定める日をいう。

2第12回及び第13回の貸与金額は第11回の貸与金額を基にした予定額であり,貸与総額は貸与終了後に交付される貸与総額通知害に
よる。 ，，

3返還方法

刀圓⑯

4保証人(①又は②のいずれかを選択する｡）
□ ①自罰 王砂Tの〃、受

’

□②最高裁判所の指定する金融機関
5

1 返還明細書に署名押印の上,提出期限(修習満了日又は最高裁判所の指定する日)までに必ず提出すること。
2提出期限までに提出されない場合は,規則第8条第1項第3号に基づき期限の利益を喪失し,返還未済額の全部を一括して返還しなけ
ればならない。

3 「職業j欄の,職判官jは｢判事補採用願｣を, ｢検察官｣は｢検事採用願｣を提出済みの者をいう。

I ’

氏名(自署）

フリガナ
氏 名

ａ
●
ｑ
1 I印欄

/"….、
；

、."...､ノ
修習終了後
の住所又は
連絡先

プリ刀ナ ．

(T － ノ

都道
府県

危話番号(自宅又は携帯(日中破実に連絡可龍な番号)） 蕊市外局番等は,左舷めとし.間に『－jを配入ずる

メールアドレス ＠

フオントサイズ｢9ポイント」
L

貸与金額 交位且＝一
一

貸与金額 交付日 貸与金額 交付日

第1回 3－7交付風1
一

H、.●.● 第6回 3-12交付面6 H●.●.● 第11厄 3-17交付函11 H●.●.●

第2回 3-8交付面2 H●.●,● 第7回 3-【3交付楓7 H●.●.● 第画厄 3－08交付観12 H●.●.●

第3回 3-9交付飯3 H●.●.● 第8回 3-14交付凶8 H●.●.● 第13厘 3－19交付額13 H●.●.●

第4回 3-10交付観4 H●.●.● 第9回 3－15交付画9 H●b●.●

弟5回 3-11交付画5 H●.●.● 第10
■■■■■

ロ
－
3－16交付画10 H●.●.● 合言 ．(予定）’I 3-24交付飯合計

返還総額 貸与を受けた修習専念資金の総額．

支払方法 届出のあった住所地宛ての納入告知書に基づき,返還総額の10分の1ずつを毎年7月25日までに納付する
(10年の年賦払)。

氏名
フリカナ

氏 名
住所変更
の有無
口有 口無

住所

ソソ刀了

kT ー 』

都道
府県

危話番号《自宅又は挽帯(日中確実に連絡可能な番号)》 ’※市外局番等は0左館めとし.関に｢一｣を画するb

氏名
フリガナ

氏 名
圧別役更
の有無 口有 口無

住所

ノリ刀プ

lT 一

， ｜
､

、

Q

都描
府県 ｡

危話番号(自宅又は携帯(日中砿実に連絡可能な番号)）

－ － －

’※市外局会等ば,左館めとし,間にr-』を記入ﾅろ． ’

職業

u裁判官

口検察官

口弁護士 ［蕊塞襄讓 電話番号 ］
□その他 「勤務先等 霞誌番号 1
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｝
(A班は｢郵僻号｣,B班は驍目番尉）

(A班は｢陶可,B班は閲）

<氏名）

(IID｣+修習専念賓金ID)

ﾌｵﾝﾄｻｲス｢9ポイント」

返還明細書の提出等について（詞
最高調qF聯局鯉局主計課出納係

司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則似下｢規則という白)第9条第1項に規定さｵ'疋いる返還明細書を送付します
ので，下記1に留意して月腰報を言蹴し,提仕醐限までに必ｳ堤出してくださし＄

また,下記2の事項にも留意し‘規則及び修習専念資金貸与要綱似下｢要綱｣という｡)に定められている届出について遺漏のな
いようにしてくださし＄

記

1返還明細書について

（1）提出期限及び提出方法

(A班の司法修習生）

平成●●年●●月●●白（●)から同月●●日（●）までの間に に る、 .

出してください。

司湖f鰯f西館1階企画第二課前ロビと－午前●●時●●分～午前●●時●●分・

大阪会場各試験室内午前●●時●●分~午前●●時●●分

(B班の司法修習生）

出 して鼎

平成●●年●●月●●日(●)から同月●●日（●)までの間に,司法研修『 L-曲 ‘前ロビーに西館1

してください。

※上記の各期間に提出できなかった場合は，

謹興

な穐同日までに提出されない場合は,力な滴同日までに提出されない場合は,棚ﾘ第8条第1項第3号に基づき期限解り益を喪失し,返還未済額の全部を一括して

返還しなければならないこととなりますので注意してくださし％
（2）記載方法

ア返還明細書提出時点において修習終了後の住所等が明らかでない場合は,返還明細書の記1の旧被鴬与者]中,聡署終了
後の住所又ば瞳獺先｣欄には,確実にi雛がとれる住所鯛畷族方でも可）を記載し， 「電話番号1欄には,携帯電話の番号
を記載してくださﾚﾙ

ｲ返還明細書記4は,該当する保証形態にチェックし，自然人保証の場合は届け出ている保証人の氏名，住所電話番号及び
住所変更の有無を記載してくださ晩なお,保証人を変更する場合は,保証人変更申請書(自然人用又は金融磯関用）に必要
事項を記載の上提出してくださし％

ウ返還明細書記5の｢被貸与者のH雛｣欄には,返還明細雛出時点における予定を記栽してくださ恥

エ返還明細書の作成に当たっては,最高錨間断のウェプツ･イトに#鍬の返還明細書記載例も参考にしてくださb%
2その他留意淳項

（1）蜥等の届出

要蒲焼31条により， 貸与終了織還力院了するまでの間， 4月1日現在の住所等(先に届け出た住所等に変更がない場合に
も届け出る必要があります｡）を最高裁判所に届出ることが義務付けられています。

住所等の届出ば,届出事項を電子ﾒｰｿ収は頚嵯により届け出てください侮年4月30日必漉郵送の場合は,封筒に腔
所等届出書在中」と朱書きしてくださU＄)。

(2)変更事項の届出

要綱第SO条に定める事由力性じたときは変更事項の届出を2週間以内に行うこととなっています。

変更事項の届出はb届出事項を電子メール又は郵送により届け出てくださし％（郵送の場合は,封筒に峻更事項届出在中」
と宋書きしてくださし＄)。
(3)修習専念責金の返還

腸唄ﾘとして，平成●●年7月から, 10年の年賦釣等う魂）により返還していただくこととなります（同年の5月下旬ま
でに各年賦金の額返還期限及び支払方法等を通知しま夷）が,繰上返還をすることも可能ですも
3提出先

〒102-8651東京都千代田区隼町4－2

TEL:03-3264-8504坪日午前9時坪日午前9時~午後5噸

I I
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別紙第12

フォントサイズ
｢9ポイント」

4－1郵便番号

4-2住所

4-3氏名カナ

4-4氏名漢字 殿一

貸与総額通知書

貴殿に貸与した修習専念資金の総額は,下記2のとおりであるので通知する。

記

1．修習専念資金の貸与を受けた者

氏名 {万二5~民茗蕊李一一］

円2． 貸与した修習専念資金の総額

和暦表示

｢平成○年○月○日」

氏名の最後の文字に
画像データ(印影)がか
かるようにする。4-8通知日

最高裁判所支出負担行為担当官
最高裁判所事務総局経理局長

別紙第6の
画像ﾃﾞｰﾀ○○○

I
I I

4－5修習専念資金ID

4－7貸与金総額



別紙第13

フオントサイズ
｢9ポイント」 画
趣

5-1郵便番号
一一一

5－2住所(保証人）

5-3氏名カナ(保証人）

殿

貸与総額通知書

貴殿を連帯保証人として下記1の者に貸与した修習専念資金の総額は，
あるので通知する。 ．

下記2のとおりで

記

修習専念資金の貸与を受けた者

氏名

1．

匠二調

円2． 貸与した修習専念資金の総額

和暦表示
｢平成0年○月○日」

氏名の最後の文字に
画像データ(印影)がか
かるようにする。5-7通知日

最高裁判所支出負担行為担当官
最高裁判所事務総局経理局長

別紙第6の
画像ﾃﾞｰﾀ○○○

※本通知は,先にお送りした貸与決定通知書記載の修習専念資金の額がその後変更され
ている場合もあることから,貸与総額をお知らせするために送付するものです。
なお,修習専念資金の貸与を受けた者が年賦金の返還をしない場合には,返還すべき
年賦金及び延滞利息の支払を貴殿に対しても請求することになります。

． また,貸与を受けた者が年賦金の返還をしないなどの理由により,期限の利益を喪失し
た場合には,貴殿に対しても返還未済額の全部の返還を請求することとなりますので,ご
留意ください。

I

I
I I

5－4 玉名魁 :字(‘
い
り
》
ダ

一
劃

■
■
垣
、 ；人）

5-5修習専念資金ID

5-8
P

寶与金；詮額
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(郵便番号） ・
(住所）
(住所）
(ﾌﾘがﾅ）．
(氏名）殿

ID(修習資金ID)

(案）
要保管

※全ての貸与金の返還が終了するまで，
この通知は大切に保管してください。

歳入徴収官
最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦

年賦金等通知書

貴殿に貸与した修習資金にかかる年賦金等について,修習資金貸与要綱第17条第1項に基づき，
下記のとおり通知する。

記

1．貸与総額又は返還未済額 主1主避1杢避円

2． 返還方法

最高裁判所の歳入徴収官が発する納入告知書(以下｢納入告知書｣という｡)を届出住所宛に
送付するので,当該納入告知書により,次のいずれかの方法で納付する。

（1） 日本銀行支店，日本銀行代理店又は白本銀行歳入代理店(日本銀行ﾎｰﾑﾍ9-ヅを参照｡）
の窓口で納付する。

(2)納入告知書に記載されている,収納機関番号,納付番号及び確認番号を利用し,Pay=
easy対応のATM(Pay-easyのﾎｰﾑへR-ｼを参照｡)から納付する。

(3)納入告知書に記載されている,収納機関番号,納付番号及び確認番号を利用し,ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄﾊﾞﾝｷﾝグ対応の金融機関からｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝグ(Pay-easyのﾎｰﾑぺｰジを参照｡)により納付

判所の窓口(経理局主計課出納係)に納入告知書及び現金を持参する(平日の午
ら午後5:00まで｡)。

判所事務総局経理局主計課出納係宛に納入告知書を同封した現金書留を送付す

3

裏面に続く

I I

返還回数 を三賦金(鷺 』 立:円） 納入告知書発送予定期日 返還第 限（ 圖行難 限）
“
■
．箒1回

第2回
d

q ：3回
凸
毎
夕誕回
と
一
易寺5回
ａ
一
夕与6回
と
亭
夕亨7回
ａ
一
夕寺8回
と
季
夕寺9回
と
壷
〃瓢0回

＊＊＊，＊＊＊

＊＊＊，＊*＊

＊＊＊,＊＊＊

＊＊＊,＊*＊

＊＊＊，＊*＊

＊＊＊》＊*＊

＊＊＊,＊*＊旬

＊＊＊,＊＊＊

＊＊＊,＊＊＊

*＊＊,＊＊＊

返還期間中
毎年●●月●●日頃

ー

、ー z成●●年●●月●●日
ｰ

、
I■■■城●●年●●月●●日
ー

、
1■■■ z成●●左三●●月●●日
ニ
ー
ー z成●●f三●●月●●日
ー

、
■■■ z成●●年●●月●●日
一
、
一 z成●●を三●●月●●日
ー

、
■■■ z成●●年●●月●●日
ー

、ー z成●●左三●●月●●日
一
、
一

ー

ム 戎●●左三●●月●●日
ｰ

、
■■■ z成●●年●●月●●日

合計 ＊2＊＊＊,＊*＊
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(案）

4.．その他注意事項

※最高裁判所に届け出ている住所に納入告知書を送付するので,住所に変更があった場合は
速やかに変更事項の届出をすること｡なお,納入告知書が届かない場合,又は紛失した場合
は,記5の問い合わせ先に連絡すること。

．※返還期限を過ぎた場合,納入告知書記載の金額と,元本に対する年14.5パーセントの割合
で計算した延滞金を合せて納付する必要がある｡なお,返還期限後に納付する場合は;必
ず事前に記5の問い合わせ先に連絡すること。

※納入告知書が受け取れない,返還期限に返還することができない事情等がある場合は,記5
の問い合わせ先に連絡すること。

※返還期限にかかわらず,繰上返還をすることができる。

5． 問い合わせ先 最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
〒102-8651東京都千代田区隼町4－2
TELO3-3264-8504(ﾀ'ｲﾔﾙｲﾝ) (平日の午前9時から午後5時まで）

1

貸与金の返還に関して,わからないこと,知りたいことがあるときは,裁
判所のｳｪプｻｲﾄをご覧ください(随時更新)。

力 I
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修習資金の今後の返還手続等について

最高裁判所事務総局経理局主計課

以下は今後の返還手続等について説明したものですが,最高裁判所のホームページも併せ

て参照してください。

1 今後の返還手続について

（1）返還期限

修習資金は年賦による10年の均等払により返還していただきます。年賦金の返還

、

月限は毎年7月25日 です（規則7条，要綱16条1項)。返還すべき年賦金額及び返

還期限は，同封した年賦金等通知書（来年以降は送付しませんので，紛失しないよう

にしてください｡）で必ず確認してください。

(2)納入告知書

します．日頃

（要綱16条2項)。

【注意】

修習資金の返還金は, ‘分割期ごとに返還期限が確定した分割債権ですから，納入告

知書が手元に届かない場合でも，期限の到来により履行遅滞となり （民法412条1

項)，延滞利息（年14． 5％）が発生します。 フ月15日までに納入告知害が届かな

い場合には，速やかに最高裁判所まで照会してください (問合せ先は5頁に記載)。

(3)納付塙所・納付方法

日本銀行歳入代理店（銀行，郵便局等の窓口）のほか, Pay-easy(ペイジー）対応

のATMやインターネットバンキングも利用可能です（詳しくはペイジーのホームペ

ージを参照ください｡)。最高裁判所での納付も可能ですが，その場合は開庁日の9時

から17時までに納入告知書とともに現金を持参してください（釣銭が生じる取扱い

はできません｡)。

1

I . ’
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(4)住所等の届出

返還終了までの間，毎年4月1日現在の住所等を4月30日までに届け出てくださ

い(要綱31条)｡住所等の届出の不備により，納入告知書が届かないことがあるほか，

相当の期間を経過してもなお届出がないときは，最高裁判所の請求に基づき期限の利

益を喪失することがありますので（規則8条1項4号，要綱21条2項1号)，ご注意

ください。

※変更事項がない場合でも全ての事項を記載の上提出してください。これとは別に；住所，勤務
先等の届出事項に変更が生じた場合は， 2週間以内に変更事項の届出が必要となります（要綱3
0条1項1号， 、2項)。
メールによる届出も可能です。届出方法の詳細は最高裁判所のホームページを参照してくだ
さい。

(5)海外に居住する場合

納入告知書は，届出のあった海外居住先にエアメールによって発送します。郵便の

到着は居住国の郵便事情に左右されますので， “ ．!: 9号内の到着が見込めナ

国内住所への納入告知書の送付を希望す或判〃

る方は，その旨をご連絡ください。

居住国での納付場所及び方法については,御自身の責任においてご確認ください(海

外からのペイジーの利用が可能なインターネットバンキングや，国内での納付の代行

等の準備をしてください。次の繰上返還を行うことも可能です｡)。

(6)繰上返還

年賦金の繰上返還も可能（年賦金の一部返還，分割返還は不可｡）ですので（規貝17

条ただし書，要綱19条)，希望する場合には繰上返還申請書を提出してください。

(7)保証人の変更

保証人を変更すべき場合は，保証人変更申請書を提出して最高裁判所の承認を受け

てください（要綱10条1項， 11条)。相当期間内に保証人を新たに立てなかったと

きは，最高裁判所の請求に基づき期限の利益を喪失することがありますので（規則8

条1項4号，要綱21条2項4号)，ご注意ください。

「

2返還期限の猶予について

2

I I



僕）捌紙第15）

(1)猶予の事由

災害，傷病その他やむを得ない理由により又は経済的に修習資金の返還が困難な場

合には，返還期限の猶予を申請することができます（法67条の2第3項)。

「その他やむを得ない理由」については，例えば育児休暇・休業あるいは介護とい

った理由によっ．て一定期間収入を得ることができない場合もこれに当たります。この

ような場合には,後述の経済的困難を理由にして猶予が認められないときであっても，

「その他やむを得ない理由」があるものとして猶予が認められることがあります。た

だし,海外に居住するというだけでは「その他やむを得ない理由」には当たりません。

経済的困難を理由にして猶予が認められるのは，猶予を受けようとする年賦金の返

還期限前1年間の収入金額（要綱20条）について，給与所得者は収入金額が300

万円以下，給与所得者以外の者は総収入金額から必要経費を控除した残額が200万

円以下の場合です（規則7条の2)。弁護士会費，法科大学院修学のための借入金等，

控除できる費用がありますので，詳細は最高裁判所のホームページを参照してくださ

い。

虚偽の事実により猶予を受けたことが判明したときは，最高裁判所の請求に基づき

期限の利益を喪失することがありますので（要綱28条7項)，ご注意ください。

(2)猶予の手続

返還期限の猶予を申請する場合は，返還期限猶予申請書及び猶予を必要とする理由

を説明した申述書を作成し（参考書式及び申述書の記載例は最高裁判所ホームページ

を参照してください｡)，疎明資料を添付して最高裁判所まで提出してください（要綱

28条1項， 2項)。

提出期限は猶予を受けようとする年の5月31Bまでです。提出期限を経過した後

も申請自体は可能ですが，承認には相応の日数を要しますので，提出期限を厳守して

ください｡返還期限後に猶予が承認された場合は,その期間の延滞利息(年14．5％）

の納付が必要となりますので，ご注意ください｡返還期限の猶予は， 1年以内で（要

綱28条3項),年賦金ごとに最大5年間まで認められます(要綱28条4項， 5項)｡

3
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ただし，猶予事由がなくなった場合には猶予された年賦金の全額について返還の義務

が生じます。以下の例を参照してください。

経済的困難を理由にして猶予を求める場合には，疎明資料として，前年度の所得証

明書（課税・非課税証明書）を提出してください。 5月31日の提出期限までに自治

体での発行が間に合わない場合は，給与所得者については前年度の給与証明書又は源

泉徴収票写し，給与所得者以外の方は確定申告書本人控（税務署受付印のあるもの）

写しを提出してください。給与所得と給与所得以外の両方の所得がある方は，それぞ

れ提出が必要です。

また，前年1月から12月の収入では猶予基準を満たさないが，1月以降の収入減

少により返還期限までの間に基準以下となる場合は，その旨を説明した申述書及び1

月以降直近までの各月の収入の疎明資料を提出してください。

《

なお,猶予の期間中,所得証明書の提出を求めることがあります(要綱28条8項)。

4

I I

例1:3期目の分割期に猶予事由がなくなった場合

1 1

猶予事由がなくなる平成32年に,猶予した年賦金と3期目分を返還

’

◎ 、

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

↑

このような場合に,猶予した年賦金と併せて全額を返還することが経済的に困難であるなど
の事情があるときは,最高裁判所に問い合わせてください。

例2:全ての返還期間に猶予事由があった場合

1

年賦金ごとに5年の猶予期間があるため,6期目以降に1期分ずつ返還。

｢両~1
臼

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44

※囲みのない数字返還が猶予された年賦金

※○で囲んだ数字返還する年賦金(網掛けの□）

繊
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③
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3返還がない増合について

①納付期限までに返還がない場合には，督促状を送付し（要綱23条1項)，②必要が

ある場合にはその旨を保証人にも通知します（要綱23条2項)。督促状を受け取った場

合には速やかに延滞利息とともに滞納金額を納付してください。納付額に不足が生じな

いように注意してください（不足が生じた場合には，不足した年賦金に対して延滞利息

が発生しますので，あらかじめ延滞利息額を最高裁判所まで照会してください｡)。

また，③上記督促によってもなお返還がない場合には，保証人に対しても同様の督促

を実施し,返還すべき年賦分の納付書を送付して請求することになります(要綱2，4条)6

④返還期限（7月25日）を3か月経過してもなお返還がないときは，最高裁判所の

請求に基づき期限の利益を喪失することがあります（規則8条1項1号，要綱21条1

項)。この場合，年賦額を除く貸与残額全額を納入告知書により請求しますので,先に送

付した年賦金分とそれぞれ納付してください。 自然人保証人に対しても同様に納付書を

送付して請求します（要綱25条)。相当期間を経過してもなお返還がない場合には，法

務大臣に対して訴訟手続等により履行を請求することを求めることになります（要綱2

6条)。

保証人が金融機関の場合は，包括保証契約に基づき金融機関に対して請求しますので

（要綱27条)，以後は金融機関より請求(法的措置を含む｡）を受けることになります。

問合せ先・送付先

※電話による問合せの受付時間は，開庁日の9時から17時までです。

※問合せの際には，必ず修習資金IDを申し出てください。

注釈：文中の「法」は平成29年法律第23号による改正前の裁判所法， 「規則」は平成29年最高裁
規則第4号による改正前の修習資金貸与規則， 「要綱」は平成29年11月1日施行前の修習資金
貸与要綱を指します。 《

5

I I

問合せ内容 問合せ及び送付先

●納入告知書に関すること

●住所等の届出，保証人の変更に関する

こと

●返還に関すること

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
● ●

〒102-8651東京都千代田区隼町4番2号

03-3264-8504

03-3264-8621(返還に関すること）
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〆

(別表）

契約単価表

II

項目（業務内容） 予定数丑 単位
契約単価
(税抜・円）

合計（円）

1 住所等の管理業務

(1)
提出状況の管理及び貸与システム投入用データファイル（住所等）
の作成（ペリファイ入力）

9,400 件 ■ ﾛ■■■

(2) 督促通知書の印刷・封入封かん及び発送 5，830 通 ■■ ■■■

2 決定通知書作成等業務

(1)
貸与申購者宛て通知書（貸与決定通知書及び修習専念資金交付日一
覧封入封かん物）

634 通 ■■ ■

(2) 保証人宛て通知書（貸与決定通知書封入封かん物） 744 通 ■■ ■

3 返還明細書等業務

(1) 返還明細書等の印刷・封入封かん及び発送等 780 通 ■■ ■■■

(2) 被貸与者及び保証人あて通知書（貸与総額通知書封入封かん物） 2,025 通 ■■ ﾛ■■

(3)
住所登録業務貸与システム投入用データ入力（住所等） （ペリ
ファイ入力）

780 件 ■ ■■

4 年賦金等通知書等業務

(1) 年賦金等通知書等の印刷・封入封かん及び発送 1.500 通 ■■ ■■■

合計（税抜） 2,300,000

消養税及び地方消費税（8％） 184,000

予定総額 2.484.000
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